




●米国環境産業動向 

 
○米大手テック７社、データセンター電力の消費者負担を防ぐ誓約に合意 
 トランプ大統領は３月４日、Google、Amazon、Microsoft など米大手テック企業７社と、人工知
能（AI）などに利用するデータセンターの建設において新たな電力供給源の確保などを求める、「料
金支払者保護誓約（Ratepayer Protection Pledge）」に合意したと発表した。 
 今回の誓約に署名したのは Google、 Meta、Microsoft、OpenAI, xAI、Oracle、Amazon Web 
Servicesの７社。合意の内容は、データセンターの急増によって消費者のエネルギーコストが上昇し
ないよう、参加企業がデータセンターに必要な電力について、データセンター向けの発電設備を自ら

建設し、かつ電力の確保や電源の購入を自社で行い、関連する送電インフラの増強費用も含めて全額

を負担するというもの。またデータセンターが立地する地域での雇用創出や AI 人材育成への投資も
盛り込まれている。 
 ただし、この「料金支払者保護誓約」には法的拘束力がなく、かつ発電所の承認権限は連邦政府で

はなく各州が担っているため、この制約が実際に消費者の電気料金を守れるかは現時点では不明だと

いう。 
 
○環境保護庁、水道事業への技術支援を開始へ 
 米環境保護庁（EPA）は３月４日、上下水道事業に対する技術支援のあり方を見直し、基本に立ち
返るとする「Real Water Technical Assistance（リアルウォーターTA）」イニシアチブを開始した。
州や先住民部族と連携しつつ、各地域のニーズに最も効果的に対応できる方法だとしている。 
 EPA 水資源局は、リアルウォーターTA は公衆衛生及び安全飲料水法と水質浄化法に重点を置き、
インフラ改善で目に見える成果をあげることを目指すと説明。すべての技術支援を、エンジニアリン

グや設計の専門知識の提供、運用支援、人材開発、財務管理など、水質改善や水インフラの課題解決

に実際に役立つかたちにするとしている。2023 年に出されていた技術支援の方針は「水質改善や公
衆衛生の保護における効果を低下させていた」として撤回した。 
 
○環境保護庁、トランプ政権１年目の法執行・遵守状況を公表 
 米環境保護庁（EPA）は３月９日、法執行とコンプライアンス遵守の状況について、2025 年度の
実績及びトランプ政権発足初年度の実績（速報）を発表した。 
 EPA は「トランプ大統領の再任以来、過去数年間で最も顕著な成果が挙げられており、前年度に
比べて数百件多い民事執行案件が処理されたほか、国境警備の強化に向けた前例のない取り組みが行

われている」として、主な実績を公表している。環境関連の実績は以下の通り。 
 

• 160万ポンド超の違法農薬の米国への流入を阻止（バイデン政権の最終年度と比較して 70％
以上の増加） 

• 各施設の法令違反を是正する措置のため、総額 60億ドル以上を確約（前年度より約 10億ド
ル増額）  

• 汚染された土地・水域約 6000万立方ヤードの浄化の確約 （前年度の約 30倍） 
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• 9800万ポンドの汚染物質及び廃棄物の削減・処理・除去 
• コンプライアンス監視活動約 12000件 

 
その他の民事に関する実績などの詳細は以下の EPAのプレスリリースで確認できる。 
https://www.epa.gov/newsreleases/trump-epa-releases-strongest-enforcement-and-compliance-re
sults-years  
 
○ネブラスカ州で過去最大規模の山火事が発生、60万エーカー以上が焼失 
 ネブラスカ州各地で３月 12日、大規模な山火事が複数発生し、60万エーカー以上の土地が焼失した。 
 ジム・ピレン州知事は 13日、同州史上最大規模の山火事である「モリル・ファイア」が 46万エー
カーを焼き、１人が死亡したと述べた。火災はレモイン近郊のマコノヒー湖付近で報告されている。

火は草原や田園地帯を移動しており、乾燥状態と強風により火災は急速に拡大したという。 
 知事は同日、非常事態を宣言し、山火事への対応のため州兵と航空機を動員した。また３月 27 日
まで州全域での焚き火禁止令を発令した。 
 
○米政権は、カリフォルニア州を提訴 EV関連規制の差し止めを求める 
 トランプ政権は３月 12日、カリフォルニア州が導入を進める電気自動車（EV）関連規制の差し止
めを求め、同州を提訴したと発表した。 
 同州はこれまでも大気汚染の観点から、気候変動対策の分野で独自の規制を導入し、自動車分野の

脱炭素化を推進してきた。ガソリン新車の販売を段階的に規制し、2035 年までに同州内で販売され
る新車の乗用車の 100％をゼロエミッション車 (ZEV)にすることを義務付ける制度を敷いているが、
連邦政府は、燃費規制は連邦法（エネルギー政策・保全法）に基づき米運輸省が一元的に管理する分

野であり、州が独自基準を設けることは違法だと主張している。  
 トランプ大統領は昨年、この規制の撤回を ⁠命じる法案に署名したが、カリフォルニア州が規制を撤
回しなかったため、今回の提訴となった。同州はこの訴訟には根拠がなく、規制は撤回しないと表明

している。 
 
○ホンダ、EV３種の開発・発売を中止へ 脱エンジン目標も撤回 
 ホンダは３月 12日、次世代の電気自動車（EV）３車種の開発と発売を中止すると発表した。米国
における EV需要の急減など事業環境の変化を踏まえた戦略見直しの一環で、北米で生産を予定して
いた「Honda 0 SUV」「Honda 0 Saloon」「Acura RSX」の開発及び発売を中止する。 
 これにより、2025年度と 2026年度の連結業績において合計で最大２兆 5000億円の損失計上が見
込まれるが、北米を中心に EV需要は大幅に減少しており、この３モデルをこのまま生産・販売フェ
ーズに移行すると、将来にわたりさらなる損失拡大を招くという状況にあるとしている。 
 また、2021年４月に掲げた 2040年までに世界で販売する新型車を 100%EVと燃料電池車（FCV）
に切り替える「脱エンジン」目標も、達成は困難であるとした。 
 トランプ政権はバイデン前政権による EV優遇策を次々と修正しており、インフレ抑制法（IRA）
で定めた 7,500ドル（約 120万円）の EV購入支援策及び 2026年から厳しくなる予定だったカリフ
ォルニア州の環境規制「ACCⅡ」も事実上撤回された。ACCIIはカリフォルニア州が 2035年までに
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新車販売を 100%EVや燃料電池車などのゼロエミッション車（ZEV）にする規制で、EV販売の増加
を後押しすると見られていた。 
 ホンダは今回の損失計上により、内燃機関車ハイブリッド車（HEV）を中心に、電動化戦略の見直
しを行う。米国市場には、既存の計画とは別に、2020年代後半にかけて新たな HEVモデルを投入。
2027 年以降は、次世代のハイブリッドシステムを主力モデルに順次搭載し、市場規模の大きいミッ
ドサイズから大型車の Dセグメントにも大型ハイブリッドシステムを適用し、ラインアップを拡大し
ていく計画だという。 
 
○ビンファスト、ノースカロライナ州での EV生産を再開へ 
 ベトナムの EV メーカである VinFast は３月 16 日、ノースカロライナに建設中の 40 億ドル規模
の EV製造工場の建設を、早ければ４月にも再開する計画であると発表した。 
 ノースカロライナ工場はインドとインドネシアでの工場開設に続くもので、同社の北米初の製造施

設。約 2000エーカー（約 8平方キロメートル）の敷地内に EVの組立、バッテリー製造、部品供給
の施設を建設する。 
 同工場は当初、2024 年に稼働予定だったが、市場環境の変化により建設を中断していた。今回の
再開により、2028 年に操業開始を予定している。年間生産能力は 15 万台で、7500 人の雇用が予定
される同州初の自動車工場となる。 
 
○米南西部に異例の熱波襲来、各地で３月度の最高気温を記録 
 米国南西部の各州では３月、米国で観測史上最も高い３月の気温が観測された地域が多発した。気

温は平年を 11～17℃上回り、予報によるとさらに暑い日がまだ続く見込みだ。 
 ３月 19 日にはカリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州では全州で熱波警報が発令された。米国
国立気象局（NWS）はロサンゼルス地域について「３月としては極めて異例の暑さ」に直面してい
ると述べ、住民に対し熱中症のリスクが高いと警告。20 日には、カリフォルニア州南部とアリゾナ
州の州境沿いの数か所で 44.4度に達し、３月の全米最高記録となった。 
このほか、ネブラスカ州ノースプラット、テキサス州ミッドランド、ミズーリ州カンザスシティーな

どの各都市でも、21日の日中の最高気温が 33.3℃を記録し、３月の史上最高を更新した。 
 強力で移動速度の遅い「ヒートドーム」と呼ばれる高気圧に覆われたことが原因で、科学者は地球

温暖化の影響と指摘している。また今年の熱波が、季節の早い時期に発生していることから、このヒ

ートドームによる猛暑は長引くと予想されている。 
 熱波、洪水、干ばつなどの異常気象に対する人為的な気候変動の影響の分析・定量化を行う国際研

究グループであるWorld Weather Attribution（WWA）は 20日、これらの地域における熱波の発生
確率と強度が著しく高まっており、熱波の平均気温は推定で約４℃上昇したと見られること、また今

回のような高温の熱波は、人為的な気候変動がなければ、事実上発生し得なかったであろうことを示

唆した。さらに、温暖化が進行し続ける中で、同様の夏の熱波が発生する可能性も大幅に高まるとの

予想を発表している。 
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○トヨタ、米工場２拠点に 10億ドル投資へ 
 トヨタの北米統括会社である Toyota Motor North America, Inc.（TMNA）は３月 23日、ケンタ
ッキー州とインディアナ州の２工場に総額 10億ドルを投資し、EV生産準備と SUV増産を行うと発
表した。 
 内訳としてはケンタッキー州工場に 8 億ドル を投資し、同工場で２車種目となる新型電池式電気
自動車（BEV）の生産設備及びセダン「カムリ」⁠と SUV「RAV4」の生産設備の増強を行う。インデ
ィアナ州工場には２億ド⁠ルを投資し、大型 SUV「グランドハイランダー」の増産を行う。 
 トヨタ自動車は去年 11月、米国に５年間で最大 100億ドル を追加投資すると発表しており、今回
の発表も米追加投資の一環。すでに発表されているハイブリッド車の生産体制強化に加えて、EV の
生産体制も強化する狙いだ。 
 
○仏トタル、米の洋上風力事業から撤退 
 米政府とエネルギー大手の仏 TotalEnergiesは３月 23日、TotalEnergiesがバイデン前政権下で締
結した米国の洋上風力発電事業から撤退すると発表した。 
 米政府は、TotalEnergies が今後、米国で新⁠たな洋上風力発電事業に着手しないことを誓約したと
して、TotalEnergies が洋上風力発電のリース権２件に支払った約 10 億ドルを払い戻した。
TotalEnergies は払い戻された資金のうち９億 2,800 万ドルをテキサス州リオグランデの LNG 施設
の建設資金や、メキシコ湾での石油・ガス生産事業など、化石燃料事業に再投資する。 
 トランプ大統領は洋上風力発電を「コストが高く、信頼性が低い」と批判。国内の化石燃料の生産

を重視し、クリーンエネルギ ⁠ー開発を支援する政策を撤廃する方向に動いており、2025年 12月には
東海岸沿いで建設中の大規模な洋上風力発電プロジェクト５件を一時停止すると発表した。電力会社

側は停止の無効を求めて裁判所に仮処分申請し、裁判所は５件すべての建設再開を認める仮処分を出

している。 
 
○マイクロソフト、過去最大規模の炭素除去契約を締結 
 米 Microsoft は３月 25日、炭素除去技術開発企業である米 Liferaft とバイオ炭による炭素除去ユ
ニット（CRU）100万機を 10年間で供給する契約を締結したと発表した。これは米国におけるバイ
オ炭取引としては過去最大規模となる。 
 Liferaftはバイオ炭を活用したソリューションに注力しており、農林業のバイオマス（動植物から
生まれた再生可能な有機性のエネルギーや資源）を安定したバイオ炭に変換し、これにより炭素を土

壌中に固定する。 
 今回の契約では、同社はマイクロソフトの基準に沿ったモニタリング・報告・検証（MRV）体制
を構築する。CRU はイリノイ州とアイオワ州の施設で生産され、農業系及び自治体由来のバイオマ

スを原料に、無酸素環境で加熱する熱分解技術を用いてバイオ炭を生成する。生成されたバイオ炭は

堆肥と混合され、農業用途など認可された分野で使用される。土壌に施用することで土壌改良や作物

生産性の向上に寄与し、数百年単位で炭素の貯留が可能になるという。 
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○環境保護庁、エタノール混合ガソリンの規制緩和へ ガソリン価格高騰対策の一環 
 米環境保護庁（EPA）は３月 25日、エネルギー省（DOE）との協議の上、大気浄化法（CAA）に
基づき、エタノールを 15％混合したガソリン「E15」の全米での販売を許可するとともに、エタノー
ルを 10％混合したガソリン「E10」の全米での販売に関する規制を一時的にすべて撤廃すると発表した。 
 E15ガソリンは揮発性が高く大気を汚染する恐れがあるため、夏季に販売規制がかかる地域も多い
が、全国での販売が認められることとなる。また、「ブティック燃料」と呼ばれる州ごとの異なる規

制を一時的に解除し、全米で統一された燃料基準が適用される。夏のドライブシーズンに先立ち、国

内のガソリン供給の混乱を防いで国民が手ごろな価格のガソリンを入手できるようにすることが目

的だという。 
 今回の措置は、バイオエタノールを生産するトウモロコシ農家の支援及び原油需給逼迫に伴う燃料

価格の上昇対策が目的。EPA は、この一時的な措置は既存の環境保護政策を損なうものではないと
している。 
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●最近の米国経済について 

 
１月の米個人消費支出、インフレ圧力はなお根強い、消費者の姿勢は防衛的 
米国商務省は３月 13 日、１月の個人消費支出（PCE）を公表した。根強いインフレ圧力と消

費者のディフェンシブ（防衛的）な姿勢が示唆されるものとなっている。 
所得関連では、個人所得が名目ベースで前月比 0.4％増（前月 0.3％増）となった。内訳では、

雇用者報酬は前月比 0.5％増（寄与度 0.31ポイント）となった。１月の雇用統計でも情報業など
を中心に平均賃金の伸びが報告されており、こうした方向性と概ね合致するかたちとなっている。

また、今月は配当の増加により利息・配当も前月比 1.2％増（寄与度 0.18ポイント）、社会保障給
付のインフレ調整に伴い所得移転も前月比 0.4％増（寄与度 0.07ポイント）といずれも所得の増
加に寄与した。上記を受け、名目可処分所得（前月比 0.9％増）も大きく改善した。 
しかし、こうした良好なフロー環境にもかかわらず、消費者の姿勢はディフェンシブなものと

なっている。名目個人消費は前月比 0.4％増となったが、これは、財が 0.1％減となったのをサー
ビスが 0.5％増と支えたかたちだ。実質消費の伸びは 0.1％増に留まり、中でも財消費は 0.4％減
（寄与度マイナス 0.14ポイント）と２カ月連続の減となった。一部に大雪の影響も含まれると考
えられるものの、総じて財消費への依存度が高い中・低所得者層の消費の弱含みが感じられる内

容だ。これに対してサービス消費は 0.3％増（寄与度 0.22ポイント）と引き続き堅調だが、内訳
ではヘルスケアや金融・保険サービスなど高所得者層消費に関連が深い項目に集中している。名

目可処分所得の内訳を見ると、名目消費の伸び（前月比 0.4％増、寄与度 0.35ポイント）よりも
貯蓄の伸び（前月比 14.6％増、寄与度 0.58ポイント）に大半が費やされている。 
物価関連では、PCEデフレータはガソリン価格の低下によって押し下げられ、前年同月比 2.8％

増（前月 2.9％増）、前月比では 0.3％増（前月 0.4％増）となったが、変動が大きいエネルギーと
食料品を除いたコア指数は前年同月比 3.1％増（前月 3.0％増）、前月比は 0.4％増（前月 0.4％増）
といずれも前月からやや加速し、インフレ上昇圧力は依然として強いことが示唆された。３月以

降は地政学的要因に伴うガソリン価格などの上昇により、数カ月間、上昇圧力がさらに増す可能

性が高い。こうした動きが続けば、トランプ政権の目玉政策である個人向け減税の効果が大きく

損なわれる可能性を指摘する声もある（ブルームバーグ３月 13日）。 
 
○2026年通年の米小売売上高は前年比 4.4％増の見通し、テクノロジー投資が企業の競争力を左
右 
全米小売業協会（NRF）は３月 18日、「米国の小売業界と消費者の現状」と題した第６回の年

次ウェビナーを開催し、2026年の米国小売売上高が前年比 4.4％増の５兆 6,000億ドル（注）に
達する見通しを発表した。本ウェビナーでは、小売企業の経営者やエコノミストなども登壇し、

米国の小売業の現状や消費動向の変化、今後の見通しが議論された。 
NRFのチーフ・エコノミスト、マーク・マシューズ氏は、中東情勢などの地政学リスクや消費

の二極化など、先行きに不透明感があるものの、全体としては前年の成長率（3.9％増）に沿った
安定的な推移を予測した。一方で、高金利の長期化や家計貯蓄の動向をリスク要因として挙げて

おり、不透明な経済環境下で迅速に適応できる「レジリエンス（回復力）」こそが、企業の成否を

分けると強調した。 
また、消費トレンドの議論では、Z 世代を中心とした人工知能（AI）の役割の変化に焦点が当

てられた。写真検索・共有プラットフォームのピンタレストなどは、AIが単なる裏方の管理ツー
ルではなく、「パーソナル・スタイリスト」や「検索パートナー」として消費者に寄り添う存在へ
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変化している実態を報告した。特に生成 AIを活用した高度な商品検索や、個々の好みに最適化さ
れたスタイリング提案は、標準的な購買プロセスの一部として定着しつつあると述べた。 
さらに、小売業界では不確実な経済環境の中で、効率化と顧客価値向上の両立が課題とされ、

テクノロジー投資と戦略の選択が競争力を左右するとの認識が共有された。 
NRFのマシュー・シェイ会長は、閉会挨拶で「変化を恐れず、テクノロジーを顧客価値に変換

し続ける企業こそが、この新時代を勝ち抜く」と指摘した。2026年の小売業は、単に商品を売る
場を超え、AIによるパーソナライズと安定したサプライチェーンに裏打ちされた「シームレスな
体験」を提供する場へと進化していくと強調した。 
（注）自動車ディーラー、ガソリンスタンド、レストランを除く。 
 
〇中東情勢の緊張激化で、海運会社がアジア発米国向け含む海上貨物輸送に緊急燃料サーチャー

ジを導入 
川崎汽船、商船三井、日本郵船の３社が出資するオーシャン・ネットワーク・エクスプレス

（ONE）は３月 10 日、中東情勢の緊張激化を受け、海上輸送における緊急燃料サーチャージ
（Emergency Fuel Surcharge：以下、EFS）を導入すると発表した。EFSは３月 24日から適用
される。 
適用額は、標準的な 20フィートコンテナ（１TEU）あたり、一般貨物で 160ドル、温度管理

を要する冷凍・冷蔵貨物で 210ドルを上限とする。なお、実際の適用額は、貨物の種類及び輸送
距離などを考慮した上で決定されるとしている。 
スイスの海運会社のMSCもアジア発米国・カナダ向け航路に限定した EFSを４月９日から導

入すると発表し、西海岸向けと東海岸向けで異なる金額を設定している。 
香港の海運会社 OOCLも同様に、中東紛争に起因する燃料輸送障害を理由に緊急燃油サーチャ

ージ（Emergency Bunker Surcharge：以下、EBS）を導入している。米国連邦海事委員会（FMC）
の管轄外の貨物には運賃適用日が３月 23日のものから導入する。一方で、米国の港に発着し、管
轄下にある輸送貨物については４月 13日から適用するとしている。 
デンマークの海運大手 A.P.モラー・マースクも海上輸送の安定性を維持するための追加措置と

して、EBSを導入すると発表している。EBSは３月 25日から例外なく全世界で適用する。標準
的な１TEUの一般貨物で 100～200ドル、冷凍・冷蔵貨物で 150～300ドルの範囲としている。 
中東情勢の緊迫化を背景に、主要な船会社による緊急的な燃料サーチャージ導入が相次いでい

るが、EFS や EBS は航路や貨物量などによって適用条件が異なるほか、事前告知期間が短く、
即時に変更されるケースも多い。このため、今後も各海運会社の動向やサーチャージ水準の変化

を継続的に注視していく必要がある。 
 
〇米商務省、232 条自動車部品関税の対象品目追加受付を４月に開始、これまでの審査結果はい
まだ公表せず 
米国商務省国際貿易局（ITA）は３月 24日、1962年通商拡大法 232条に基づく自動車部品へ

の 25％の追加関税措置について、３回目となる対象品目の追加申請受付を官報で発表した。３回
目の申請期間は４月１から 14日までで、メール（宛先：AutoInclusions@trade.gov）で申請する
（注１）。 
受付期間終了後、受理された申請は、連邦政府のポータルサイト（案件番号：ITA-2025-0040）

において２週間、パブリックコメントを受け付ける。パブリックコメントは、申請された製品が

自動車部品に該当するか、当該製品の輸入増加が国家安全保障、または 232条に基づく自動車部
品関税の目的を損なう恐れがあるかといった判断の参考とする。 
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変化している実態を報告した。特に生成 AIを活用した高度な商品検索や、個々の好みに最適化さ
れたスタイリング提案は、標準的な購買プロセスの一部として定着しつつあると述べた。 
さらに、小売業界では不確実な経済環境の中で、効率化と顧客価値向上の両立が課題とされ、

テクノロジー投資と戦略の選択が競争力を左右するとの認識が共有された。 
NRFのマシュー・シェイ会長は、閉会挨拶で「変化を恐れず、テクノロジーを顧客価値に変換

し続ける企業こそが、この新時代を勝ち抜く」と指摘した。2026年の小売業は、単に商品を売る
場を超え、AIによるパーソナライズと安定したサプライチェーンに裏打ちされた「シームレスな
体験」を提供する場へと進化していくと強調した。 
（注）自動車ディーラー、ガソリンスタンド、レストランを除く。 
 
〇中東情勢の緊張激化で、海運会社がアジア発米国向け含む海上貨物輸送に緊急燃料サーチャー

ジを導入 
川崎汽船、商船三井、日本郵船の３社が出資するオーシャン・ネットワーク・エクスプレス

（ONE）は３月 10 日、中東情勢の緊張激化を受け、海上輸送における緊急燃料サーチャージ
（Emergency Fuel Surcharge：以下、EFS）を導入すると発表した。EFSは３月 24日から適用
される。 
適用額は、標準的な 20フィートコンテナ（１TEU）あたり、一般貨物で 160ドル、温度管理

を要する冷凍・冷蔵貨物で 210ドルを上限とする。なお、実際の適用額は、貨物の種類及び輸送
距離などを考慮した上で決定されるとしている。 
スイスの海運会社のMSCもアジア発米国・カナダ向け航路に限定した EFSを４月９日から導

入すると発表し、西海岸向けと東海岸向けで異なる金額を設定している。 
香港の海運会社 OOCLも同様に、中東紛争に起因する燃料輸送障害を理由に緊急燃油サーチャ

ージ（Emergency Bunker Surcharge：以下、EBS）を導入している。米国連邦海事委員会（FMC）
の管轄外の貨物には運賃適用日が３月 23日のものから導入する。一方で、米国の港に発着し、管
轄下にある輸送貨物については４月 13日から適用するとしている。 
デンマークの海運大手 A.P.モラー・マースクも海上輸送の安定性を維持するための追加措置と

して、EBSを導入すると発表している。EBSは３月 25日から例外なく全世界で適用する。標準
的な１TEUの一般貨物で 100～200ドル、冷凍・冷蔵貨物で 150～300ドルの範囲としている。 
中東情勢の緊迫化を背景に、主要な船会社による緊急的な燃料サーチャージ導入が相次いでい

るが、EFS や EBS は航路や貨物量などによって適用条件が異なるほか、事前告知期間が短く、
即時に変更されるケースも多い。このため、今後も各海運会社の動向やサーチャージ水準の変化

を継続的に注視していく必要がある。 
 
〇米商務省、232 条自動車部品関税の対象品目追加受付を４月に開始、これまでの審査結果はい
まだ公表せず 
米国商務省国際貿易局（ITA）は３月 24日、1962年通商拡大法 232条に基づく自動車部品へ

の 25％の追加関税措置について、３回目となる対象品目の追加申請受付を官報で発表した。３回
目の申請期間は４月１から 14日までで、メール（宛先：AutoInclusions@trade.gov）で申請する
（注１）。 
受付期間終了後、受理された申請は、連邦政府のポータルサイト（案件番号：ITA-2025-0040）

において２週間、パブリックコメントを受け付ける。パブリックコメントは、申請された製品が

自動車部品に該当するか、当該製品の輸入増加が国家安全保障、または 232条に基づく自動車部
品関税の目的を損なう恐れがあるかといった判断の参考とする。 

ITA は、232 条に基づく自動車部品の追加関税の対象品目について、追加申請を電子メールで
年間４回（1 月、4 月、7 月、10 月）、２週間受け付けると定めた。これまでに 2025 年 10 月と
2026年１月の２回、申請を受け付けた。ただし、いずれも審査結果は公表していない。 

232 条に基づく追加関税措置では、鉄鋼・アルミニウム製品に対しても対象品目を拡大するプ
ロセスが設けられている。鉄鋼・アルミに対しては既に２回申請を受け付けており、初回の申請

のみ審査結果が発表されている。ただし、３回目は、１月１日から受付が開始される予定だった

が、いまだ始まっていない。トランプ政権は、232 条関税の対象となる鉄鋼・アルミ派生品の見
直しや、関税率計算方法の簡素化などを検討していると報じられており（注２）、各種発表の遅れ

はこうした点が影響しているとの見方がある。これら鉄鋼・アルミに関する発表の遅れも踏まえ、

通商政策に詳しい首都ワシントンの弁護士は、トランプ政権が対象品目追加手続きを通じて、232
条関税の拡大を継続する意向があるのか疑問があると指摘している。 
（注１）申請にあたっては、申請対象となる自動車部品の説明や申請対象製品の８桁または 10

桁の米国関税分類番号（HTSUSコード）などを含める必要がある。 
（注２）鉄鋼・アルミ派生品への 232条関税は、原則として、製品に含まれる鉄鋼やアルミの価

額に対してのみ追加関税が課される一方、詳細かつ包括的なガイダンスがないため、企

業にとって負担となっている。 
 
〇米 USTR、WTO閣僚会合に先立ち声明発表、複数国間協定の制度化など訴え 
米国通商代表部（USTR）は３月 23 日、WTO 改革を訴える声明を発表した。声明は、2025

年 12月に USTRが発表した声明に続くもので、３月 26～29日にカメルーンで開催されるWTO
第 14 回閣僚会合（MC14）に先んじて発表された（注１）。前回の声明発表後に各国・地域が同
様の声明を発表したことを受け（注２）、今回の声明は、各国・地域の見解を引用しつつ、米国が

改革を求める課題や解決案 6点を改めて示した。 
声明ではまず、WTO が加盟国に課す通報義務（注３）が十分に履行されていない点を課題に

挙げた。公平な競争環境を構築する上で、貿易に関する各国制度の透明性が重要であるにもかか

わらず、一部の加盟国が順守していないとし、各国が通報することに対する新たなインセンティ

ブが必要だと主張した。具体的には、加盟国の通報義務不履行により不利益を被った場合の救済

手段を検討すべきなどと主張した。 
また、WTO の全会一致の法則により、意思決定が進まない点に改めて懸念を示し、その対策

手段として、複数国間（プルリ）協定について議論すべきと主張した。具体的には、一部の加盟

国が特定の課題について、一定期間の暫定的な複数国間協定を締結し、期間終了後に当該複数国

間協定を WTO 協定の付属書４に加える（注４）とともに、この複数国間協定の貿易額が一定割
合を超える場合、WTO 協定そのものへ組み込むかを検討すべきと提案した。また USTR は、こ
の割合をWTO閣僚会合で議論すべきと述べている。 
最恵国待遇（MFN）については、これまでの主張のとおり「各国が開放的で市場志向の貿易政

策を採用する想定の下で策定されたもの」「各国が米国と比べて高い関税率や非関税障壁を課し、

非市場的な貿易慣行を維持する現代に適合しない」との見解を示し、WTO加盟国が「市場の開放
度や公正で市場主義に基づく競争、透明性へのコミット」などに基づき、MFNを適用する範囲を
調整できる仕組みを検討すべきなどと主張した。 
安全保障例外の適用については、前回の声明と同様に「各国が自国の安全保障上の利益を保護

するために必要な措置を講じる主権的権利を有する」という米国の主張を示し、WTOが安全保障
に関する問題を裁定することは、WTOを政治的論争に引きずり込むこととなり、「議論と交渉の
場としてのWTOの存続可能性を損なうものである」と主張した。 
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このほか USTR は、WTO事務局が加盟国主導という発足当初のあり方から離れ、独自の課題
を追求するようになったことや（注５）、発展途上国が「特別かつ差別化された待遇（SDT、注６）」
を自己申告で適用可能であり、WTOがその基準や適用のための手続きを明示していないことを課
題に挙げた。 
トランプ政権はこれまでにも WTO を批判する声明を発表し、一時は WTO 離脱も指摘されて

いたが、USTRが３月２日に発表した「2026年の通商政策課題と 2025年の年次報告」ではWTO
に引き続き関与していく姿勢が示された。 
（注１）なお、加盟国には３月 20日付で回覧されている。 
（注２）USTR の発表によれば、2025 年 12 月の声明発表以降、欧州連合（EU）、パラグアイ、

中国、後発開発途上国（LDC）グループ、アフリカグループ、そして英国が同様の声明
を発表した。 

（注３）WTOは加盟国に対し、官報やそのほかの国内媒体を通じて自国の措置を公表するととも
に、WTOを通じて貿易相手国に対しても情報を提供するよう義務付けている。 

（注４）附属書４には複数国間協定が掲載されている。これらは一括受諾の対象ではなく、WTO
加盟国であってもこれらの協定を受諾しなければならない義務はない。 

（注５）例えば米国は、WTO紛争解決制度において、協定上は上級審にあたる上級委員会の判断
が先例拘束性を有していないにもかかわらず、事実上の先例となり、協定解釈を拡大し

ていることを問題視してきた。 
（注６）SDT は、途上国による貿易参画機会の拡大を促す措置や、途上国の貿易利益保護など、

途上国を対象とした特別待遇を指す。USTRは 2025年１月に発表した「中国によるWTO
義務履行に関する議会提出報告」の中で「特定の WTO 加盟国が途上国としての地位を
主張し、不適切なかたちで SDTを求めることで、貿易交渉で義務履行を回避している」
とするなど、かねてから批判的な見解を表明していた。 

 
〇米 24州などが GHG危険性認定撤回を巡り環境保護庁を提訴、権限解釈が争点 
米国カリフォルニア州やマサチューセッツ州を含む 24州など（注１）は３月 19日、米環境保

護庁（EPA）による温室効果ガス（GHG）の危険性認定撤回を受け、司法審査を求めてワシント
ン D.C.巡回区控訴裁判所に提訴した（注２）。同認定の撤回を巡っては、環境団体など加え、地
方自治体による訴えも拡大している。 
今回の提訴は、EPA が 2026 年２月に公表した最終規則により、2009 年の GHG 危険性認定

（Endangerment Finding）を撤回し、2012年モデル以降の自動車向け GHG排出基準を廃止し
たことを対象とする。行政機関が経済・政治的に重要な問題を規制化するには、議会からの明確

な授権が必要だとする司法原理「重要問題原則（Major Questions Doctrine）」に照らし、同庁が
大気浄化法（CAA）のもとでは、気候変動という重要な問題を規制化する権限は与えられておら
ず、その対応は議会に委ねられるべきと主張している。同条では、最終規則に対する司法審査申

し立ては、官報掲載後 60 日以内に行われることが定められており、2026 年４月 20 日の規則発
効後に危険性認定撤回の違法性を争うことは認められないため、今回の提訴が行政決定の正当性

を問う主要な訴訟手段となる。 
今回訴訟に参加したペンシルベニア州のジョシュ・シャピーロ知事（民主党）は、「大気汚染は

人々の健康を危険にさらし、異常気象を悪化させ、農作物を脅かし、さらには医療費の高騰を招

く。われわれが呼吸する空気から汚染物質を排除するための保護措置を後退させようとすること

で、トランプ政権はまたしても科学を軽視し、ペンシルベニア州民の命を危険にさらそうとして

いる」と述べ、「この政権による有害な行為に対して毅然と立ち向かう」と強い態度を示している。 
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このほか USTR は、WTO事務局が加盟国主導という発足当初のあり方から離れ、独自の課題
を追求するようになったことや（注５）、発展途上国が「特別かつ差別化された待遇（SDT、注６）」
を自己申告で適用可能であり、WTOがその基準や適用のための手続きを明示していないことを課
題に挙げた。 
トランプ政権はこれまでにも WTO を批判する声明を発表し、一時は WTO 離脱も指摘されて

いたが、USTRが３月２日に発表した「2026年の通商政策課題と 2025年の年次報告」ではWTO
に引き続き関与していく姿勢が示された。 
（注１）なお、加盟国には３月 20日付で回覧されている。 
（注２）USTR の発表によれば、2025 年 12 月の声明発表以降、欧州連合（EU）、パラグアイ、

中国、後発開発途上国（LDC）グループ、アフリカグループ、そして英国が同様の声明
を発表した。 

（注３）WTOは加盟国に対し、官報やそのほかの国内媒体を通じて自国の措置を公表するととも
に、WTOを通じて貿易相手国に対しても情報を提供するよう義務付けている。 

（注４）附属書４には複数国間協定が掲載されている。これらは一括受諾の対象ではなく、WTO
加盟国であってもこれらの協定を受諾しなければならない義務はない。 

（注５）例えば米国は、WTO紛争解決制度において、協定上は上級審にあたる上級委員会の判断
が先例拘束性を有していないにもかかわらず、事実上の先例となり、協定解釈を拡大し

ていることを問題視してきた。 
（注６）SDT は、途上国による貿易参画機会の拡大を促す措置や、途上国の貿易利益保護など、

途上国を対象とした特別待遇を指す。USTRは 2025年１月に発表した「中国によるWTO
義務履行に関する議会提出報告」の中で「特定の WTO 加盟国が途上国としての地位を
主張し、不適切なかたちで SDTを求めることで、貿易交渉で義務履行を回避している」
とするなど、かねてから批判的な見解を表明していた。 

 
〇米 24州などが GHG危険性認定撤回を巡り環境保護庁を提訴、権限解釈が争点 
米国カリフォルニア州やマサチューセッツ州を含む 24州など（注１）は３月 19日、米環境保

護庁（EPA）による温室効果ガス（GHG）の危険性認定撤回を受け、司法審査を求めてワシント
ン D.C.巡回区控訴裁判所に提訴した（注２）。同認定の撤回を巡っては、環境団体など加え、地
方自治体による訴えも拡大している。 
今回の提訴は、EPA が 2026 年２月に公表した最終規則により、2009 年の GHG 危険性認定

（Endangerment Finding）を撤回し、2012年モデル以降の自動車向け GHG排出基準を廃止し
たことを対象とする。行政機関が経済・政治的に重要な問題を規制化するには、議会からの明確

な授権が必要だとする司法原理「重要問題原則（Major Questions Doctrine）」に照らし、同庁が
大気浄化法（CAA）のもとでは、気候変動という重要な問題を規制化する権限は与えられておら
ず、その対応は議会に委ねられるべきと主張している。同条では、最終規則に対する司法審査申

し立ては、官報掲載後 60 日以内に行われることが定められており、2026 年４月 20 日の規則発
効後に危険性認定撤回の違法性を争うことは認められないため、今回の提訴が行政決定の正当性

を問う主要な訴訟手段となる。 
今回訴訟に参加したペンシルベニア州のジョシュ・シャピーロ知事（民主党）は、「大気汚染は

人々の健康を危険にさらし、異常気象を悪化させ、農作物を脅かし、さらには医療費の高騰を招

く。われわれが呼吸する空気から汚染物質を排除するための保護措置を後退させようとすること

で、トランプ政権はまたしても科学を軽視し、ペンシルベニア州民の命を危険にさらそうとして

いる」と述べ、「この政権による有害な行為に対して毅然と立ち向かう」と強い態度を示している。 

（注１）マサチューセッツ、カリフォルニア、ニューヨーク、コネチカット、アリゾナ、コロラ

ド、デラウェア、ハワイ、イリノイ、メーン、メリーランド、ミシガン、ミネソタ、ネ

バダ、ニュージャージー、ニューメキシコ、ノースカロライナ、オレゴン、ペンシルベ

ニア、ロードアイランド、バーモント、バージニア、ワシントン、ウィスコンシンの 24
州とコロンビア特別区、バージン諸島のほか、複数の自治体が訴訟に参加している。 

（注２）CAA307条（b)（1）では、自動車の排ガス規制など一部 EPAの定める規制に関する審
査の申し立てについては、連邦地方裁判所を経ず、直接、連邦控訴裁判所に提訴するこ

とが定められている。 
 
〇米国際貿易裁判所、清算後の IEEPA関税についても還付を命じる 
米国の国際貿易裁判所（CIT）は３月 27日、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づき徴収され

た関税について、関税清算後の輸入申告に対しても還付するよう命じた。CIT は IEEPA 関税清
算前の輸入申告については、米国税関・国境警備局（CBP）に還付するよう命じていたが、関税
清算後については、これまで明確な指示を出していなかった。 
米国では、輸入者が輸入時に納入する関税は推定関税となっており、CBPはその後、通常 314

日以内に確定関税を通知する。ここで推定関税と差異があれば、この差額分が徴収もしくは還付

される。これを関税清算という。また、輸入者などは関税清算後でも、180日以内であれば CBP
に対して異議申し立てを行うことができ、これが認められれば再清算となる。全ての清算が終了

することで、最終確定となる。 
CITは３月４日に、清算過程において「IEEPA関税を考慮しない」よう CBPに命じており、

今回は関税清算後についても、IEEPA関税を考慮せずに再清算するよう命じた。 
なお、CBPは関税清算前の還付手続きを行うため、電子通関システム（ACE）に「統合通関管

理・処理システム（CAPE）」を、４月 20 日までに導入すると明らかにしている。CAPE は主に
４つの機能を有する予定で、CBPによる３月 19日の報告によると開発状況は、（1）請求が 73％、
（2）一括処理が 45％、（3）審査および清算・再清算が 80％、（4）還付が 63％となっている。
CBP は CAPE について、基本機能から運用を開始し、その後、より複雑な申告を処理できるよ
うに機能を段階的に追加する想定であり、現時点では、IEEPA関税に加えてアンチダンピング関
税（AD）や補助金相殺関税（CVD）の対象となっている輸入申告は、CAPE の対象外となって
いる。関税清算後の IEEPA関税の還付が CAPEを通じて実施されるのか、また CAPEの開発や
運用開始時期に影響するのかなどについてはわかっていない。CBPの次の CITへの CAPE開発
の進捗報告は３月 31日に予定されている。 
 
〇トランプ米大統領、連邦政府契約業者の多様性、公平性、包摂性（DEI）活動を禁止する大統
領令に署名 
米国のドナルド・トランプ大統領は３月 26日、連邦政府が主体となる契約において、契約業者

及びその下請け業者による「多様性、公平性、包摂性（DEI）」に関する慣行を禁止する大統領令
に署名した。ホワイトハウスは同日、大統領令に関するファクトシートも公表した。 
同大統領令は、次の５点を明記している。 

1. 「連邦財産・行政サービス法(注)」が適用される全ての連邦契約に、契約業者及びその下
請け業者の DEI活動への従事を禁止する条項を含めるよう義務付ける。 

2. 行政管理予算局（OMB）に対し、契約業者による大統領令順守を確保するためのガイダ
ンスを発行するとともに、DEI活動に従事する可能性のある経済セクターを特定するよう
求める。 
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3. 契約を発注する省庁に対し、大統領令の不順守を理由に契約の取り消し、解除、または停
止をする権限、及び契約業者を取引または指名停止とする権限を付与する。 

4. 司法長官に対し、DEI活動を禁止する契約条項に違反する契約業者または下請け業者に対
する「虚偽請求防止法」に基づく訴えを優先的に処理するとともに、民間人によって提起

された関連の民事訴訟を迅速に審査するよう求める。 
5. 連邦調達規則委員会に対し、同大統領令の内容を連邦調達規則（FAR）に盛り込み、同大
統領令に矛盾する規定を削除するよう求める。 

今回の大統領令は、トランプ政権が人種差別的とみなす DEI活動を禁止するこれまでの大統領
令と同様、DEIが違法かつ不道徳な差別プログラムであるとの観点から、契約当事者が実力に基
づき平等かつ客観的に扱われるべきだというトランプ氏の主張に基づいている。 
トランプ氏は、連邦政府で違法な DEIや「多様性、公平性、包摂性、アクセシビリティー（DEIA）」

を強制する政策など、全ての差別的プログラムを廃止するよう指示する 2025 年１月の大統領令
を皮切りに、これまで DEIを廃止する７つの大統領令を発令している。 
（注）連邦財産・行政サービス法は、連邦政府による物品・サービスの調達を管理する政府調達

局（GSA）の設立根拠となっている法律で、大統領に対し、政府調達の効率性や経済性を
向上させるための政策や方針を策定する権限を与えている。 

 
〇米 USTRがWTO閣僚会合に関する声明発表、限られた成果に失望も、WTO改革には引き続
き関与 
米国通商代表部（USTR）は３月 30日、カメルーンで３月 26～30日に開催されたWTO第 14

回閣僚会合（MC14）に関する声明を発表した。MC14ではWTO改革が重要な課題と目され（注
１）、USTRは会合に先立つ 2025年 12月と 2026年３月の２回にわたり改革すべきアジェンダな
どを発表していた。しかし、MC14では閣僚宣言が採択に至らなかったほか、1998年以降継続し
て延長されてきた「電子的送信に対する関税不賦課モラトリアム」の延長にも合意できず（注２）、

同モラトリアムは 2026年３月 26日に失効した。 
MC14 について USTR のジェミソン・グリア代表は「失望している」とし、「今週の会議は、

WTOが今後の世界の貿易政策において果たす役割が限定的であることを裏付けた」と評価した。
特に、米国が恒久化を提案していた関税不賦課モラトリアムについては「２年以上の延長すら合

意に至らなかったことは、とりわけ悔やまれる」とし、今後 WTO の場で同様のルール策定がで
きない場合には、「関心を持つ全てのパートナーとWTOの枠外で協力してこれを成し遂げる」と
述べた。一方、USTR 次席代表兼 WTO 大使のジョセフ・バールーン氏は「米国は WTO におけ
る改革やその他の重要な課題について主導的な役割を果たしてきており、今後もその姿勢を継続

していく」と述べている。 
MC14 に関して、米国シンクタンクのピーターソン国際経済研究でシニア・フェローを務める

アラン・ウルフ氏（注３）は３月 31日に発表した論考で、閣僚宣言や関税不賦課モラトリアムな
どの合意がまとめられなかった点から、会議を「失敗に終わった」と評価した。一方で、MC14
は終着点ではなく、「合意に至らなかったからといっても、これまでの着実な進展を見落としては

ならない」とした。特に、日本、オーストラリア、シンガポールが共同議長を務め、66の加盟国・
地域が参加する「電子商取引に関する協定のための暫定的な措置（注４）」が MC14 期間中に採
択されたことを、「中規模の国々がともに行動すれば、少なくとも相互間においては、貿易関係の

未来を形作ることができる」と評価した。米国は同暫定協定への参加を見送ったが、同氏は「米

国にとって電子商取引は極めて重要な市場」であり、暫定協定の内容を米国も履行すべきとの立

場を示した。 
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3. 契約を発注する省庁に対し、大統領令の不順守を理由に契約の取り消し、解除、または停
止をする権限、及び契約業者を取引または指名停止とする権限を付与する。 

4. 司法長官に対し、DEI活動を禁止する契約条項に違反する契約業者または下請け業者に対
する「虚偽請求防止法」に基づく訴えを優先的に処理するとともに、民間人によって提起

された関連の民事訴訟を迅速に審査するよう求める。 
5. 連邦調達規則委員会に対し、同大統領令の内容を連邦調達規則（FAR）に盛り込み、同大
統領令に矛盾する規定を削除するよう求める。 

今回の大統領令は、トランプ政権が人種差別的とみなす DEI活動を禁止するこれまでの大統領
令と同様、DEIが違法かつ不道徳な差別プログラムであるとの観点から、契約当事者が実力に基
づき平等かつ客観的に扱われるべきだというトランプ氏の主張に基づいている。 
トランプ氏は、連邦政府で違法な DEIや「多様性、公平性、包摂性、アクセシビリティー（DEIA）」

を強制する政策など、全ての差別的プログラムを廃止するよう指示する 2025 年１月の大統領令
を皮切りに、これまで DEIを廃止する７つの大統領令を発令している。 
（注）連邦財産・行政サービス法は、連邦政府による物品・サービスの調達を管理する政府調達

局（GSA）の設立根拠となっている法律で、大統領に対し、政府調達の効率性や経済性を
向上させるための政策や方針を策定する権限を与えている。 

 
〇米 USTRがWTO閣僚会合に関する声明発表、限られた成果に失望も、WTO改革には引き続
き関与 
米国通商代表部（USTR）は３月 30日、カメルーンで３月 26～30日に開催されたWTO第 14

回閣僚会合（MC14）に関する声明を発表した。MC14ではWTO改革が重要な課題と目され（注
１）、USTRは会合に先立つ 2025年 12月と 2026年３月の２回にわたり改革すべきアジェンダな
どを発表していた。しかし、MC14では閣僚宣言が採択に至らなかったほか、1998年以降継続し
て延長されてきた「電子的送信に対する関税不賦課モラトリアム」の延長にも合意できず（注２）、

同モラトリアムは 2026年３月 26日に失効した。 
MC14 について USTR のジェミソン・グリア代表は「失望している」とし、「今週の会議は、

WTOが今後の世界の貿易政策において果たす役割が限定的であることを裏付けた」と評価した。
特に、米国が恒久化を提案していた関税不賦課モラトリアムについては「２年以上の延長すら合

意に至らなかったことは、とりわけ悔やまれる」とし、今後 WTO の場で同様のルール策定がで
きない場合には、「関心を持つ全てのパートナーとWTOの枠外で協力してこれを成し遂げる」と
述べた。一方、USTR 次席代表兼 WTO 大使のジョセフ・バールーン氏は「米国は WTO におけ
る改革やその他の重要な課題について主導的な役割を果たしてきており、今後もその姿勢を継続

していく」と述べている。 
MC14 に関して、米国シンクタンクのピーターソン国際経済研究でシニア・フェローを務める

アラン・ウルフ氏（注３）は３月 31日に発表した論考で、閣僚宣言や関税不賦課モラトリアムな
どの合意がまとめられなかった点から、会議を「失敗に終わった」と評価した。一方で、MC14
は終着点ではなく、「合意に至らなかったからといっても、これまでの着実な進展を見落としては

ならない」とした。特に、日本、オーストラリア、シンガポールが共同議長を務め、66の加盟国・
地域が参加する「電子商取引に関する協定のための暫定的な措置（注４）」が MC14 期間中に採
択されたことを、「中規模の国々がともに行動すれば、少なくとも相互間においては、貿易関係の

未来を形作ることができる」と評価した。米国は同暫定協定への参加を見送ったが、同氏は「米

国にとって電子商取引は極めて重要な市場」であり、暫定協定の内容を米国も履行すべきとの立

場を示した。 

MC14 で合意が成立しなかった事項については、WTO 一般理事会での採択に向け、議論や交
渉が行われる。加盟国・地域間の価値観が多様化し、全会一致の原則に基づく合意形成の難しさ

が改めてあらわになった今回会合を経て、米国をはじめとする各国・地域の動向や交渉の行方が

次の焦点となる。 
（注１）WTOにおけるルール形成の動向については、ジェトロ世界貿易投資報告（2025年度版）

を参照。 
（注２）ブラジルとトルコが合意しなかったため、措置は延長されなかった。なお、通商専門誌

「インサイド US トレード」（３月 30 日）によると、WTO のオコンジョ・イウェアラ
事務局長は、モラトリアムは失効したものの、関税の導入には時間を要することから、

それまでに加盟国・地域がモラトリアム措置再延長に合意すると見込んだ。また、グリ

ア代表は、米国は主要な貿易相手国・地域のほぼ全てから、米国のデジタル送信（digital 
transmissions）に対して関税を課さない確約を得ていると表明している。こうしたこと
から、今回の失効による影響が短期間で生じる可能性は低いと予想されている。 

（注３）WTO事務局次長、USTR次席代表などを歴任。 
（注４）同措置は、電子的送信に対する関税不賦課の恒久化を含む、グローバルなデジタル貿易

に関する幅広い領域における共通ルールを定めた「電子商取引に関する協定（以下、電

子商取引協定）」のWTO協定への組み込みが実現するまでの間、電子商取引協定を有志
国・地域の間で実施するもの。66のWTO加盟国・地域が参加する（米国は現時点で不
参加）。 

 
〇米 USTR、2026 年外国貿易障壁報告書を公表、相互貿易協定に基づく取り組みを記載、301
条調査との関連も 
米国通商代表部（USTR）は３月 31日、2026年版の「外国貿易障壁報告書（NTE）」を公表し

た。NTEは、米国企業の輸出や投資に対して障壁となる外国の貿易慣行などについて、主要国・
地域別に示した報告書で、1985年以降、毎年公表している。 

2026年版の NTEは、前年の 59カ国・地域から増え、63カ国・地域を対象とした。多くのペ
ージを割いたのは、中国（52ページ）、EU（45ページ）、湾岸協力会議（GCC、27ページ）、イ
ンドネシア（21ページ）、インド（19ページ）などだった。日本には 12ページを割いた。NTE
では、各国・地域の貿易障壁を、輸入政策（関税など）、貿易の技術的障壁（TBT）、衛生植物検
疫（SPS）、政府調達、知的財産保護、サービス障壁、投資障壁、補助金、非競争的慣行、国有企
業、非市場的政策及び慣行（NMPPs）、労働、環境の主に 13分野に分けて記載した。このうち、
NMPPs は前年度の主要分野には含まれておらず、今回新たに加えられた（注１）。NPMPPs に
は、特定産業を対象に当該国の国内企業による支配を目的とした産業計画の策定・推進、米国か

らの輸入品ではなく国産品を購入するような圧力、非市場的な過剰生産能力の創出・維持、第三

国の非市場的な政策や慣行に対処するための措置の欠如、などが含まれる。 
NTE ではまた、これまでに米国が結んだ相互貿易協定（ART）を列挙した（注２）。その上で

ARTには、米国の輸出拡大と輸入依存度の低減により、貿易収支を均衡させることを目的に、（1）
貿易相手国による米国からの輸入品に対する関税及び非関税障壁の大幅な引き下げ、（2）米国に
よる貿易相手国からの輸入品に対する修正関税（最恵国待遇税率を上回る追加関税）の維持、と

いう要件が盛り込まれていると説明した。今回の NTEには、ARTの条項がどのように貿易障壁
に対処しているのかについて、具体例が記載されている（注３）。 
なお 2026年の NTEは、USTRが進める 1974年通商法 301条に基づく調査との関連で注目さ

れている。2026年２月に連邦最高裁判所が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく相互関税など
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を無効と判断した後、トランプ政権は２月 24日から、同法 122条に基づき、輸入品に対して 10％
の課徴金を課している（2026 年２月 24 日記事参照）。その後、USTR は 301 条に基づき、３月
11日に 16カ国・地域を対象に過剰生産能力について、翌３月 12日に 60カ国・地域を対象に強
制労働産品の輸入禁止措置について調査を開始した。122条に基づく課徴金が７月 24日に期限を
迎えることから、その前に 301条調査を終え、新たな関税措置を導入すると見られている。ただ
し、301 条に基づく調査は、通常１カ国あたり 12 カ月程度の調査期間を要する（注４）。仮にト
ランプ政権が７月 24日までに調査を終え、同法に基づき新たな輸入制限措置を取る場合、301条
調査は４カ月程度で終える必要がある。そのため、NTEによる調査結果を活用する可能性が指摘
されている。 
（注１）前年度主要分野として記載されていたデジタル貿易障壁は、2026年度版ではサービス障

壁に含まれている。 
（注２）NTE では、ART に署名した国・地域として、アルゼンチン、バングラデシュ、カンボ

ジア、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、インドネシア、マレーシア、台湾を、

枠組み合意した国・地域として、EU、インド、日本、韓国、北マケドニア、スイス及び
リヒテンシュタイン、タイ、ベトナムを挙げている。 

（注３）米国は ARTを通じて、米国が安全保障上の理由で特定国・地域からの輸入に関税を課し
た場合などに、相手国・地域にも米国と同様の措置を取るよう求めている。 

（注４）301 条は、外国の通商慣行が貿易協定に違反している場合や、不合理・差別的である場
合に、大統領の指示に従って USTRに輸入制限措置を発動する権限を与えている。ただ
し、制限措置の発動前に USTRによる調査が必要となる。 

 
〇２月の米小売売上高は前月比 0.6％増も、イラン情勢緊迫化で先行きに不透明感 
米国商務省の速報（４月１日付）によると、２月の小売売上高（季節調整値）は前月比 0.6％増

の 7,384億ドルとなり、ブルームバーグの市場予想（0.5％増）をわずかに上回り、３カ月ぶりに
増加へ転じた。また、１月は同 0.2％減（速報値）から 0.1％減に上方修正された。ただし、今月
の結果はイラン情勢の緊迫化前のものである点に留意が必要だ。 
自動車・同部品や総合小売りなどが押し上げ要因に 
業種別に見ると、13業種のうち 10業種で増加した。特に自動車・同部品は、前月比 1.2％増の

1,394億ドル（プラス 0.22ポイント）となり、最大の押し上げ要因だった。記録的な寒波による
前月の落ち込みからの反動のほか、個人向け減税に伴う税還付の増加の影響（注）が発現しはじ

めているとの指摘もある（ブルームバーグ４月１日）。そのほか、無店舗小売り（0.7％増）や衣
料（2.0％増）、ガソリンスタンド（0.9％増）などが増加している。春物需要や外出機会の増加に
よる実需の増加と価格上昇の双方が影響したものと見られる。また、小売り統計で唯一のサービ

ス項目のフードサービスは、価格上昇の影響もあり、１月の 0.2％減から 0.4％増へと回復に転じた。 
一方、住宅市場の低迷を背景に家具が 1.0％減となるなど耐久財については、支出を選別してい

る様子も見られる。食品・飲料も 1.0％減と減少に寄与した。食品・飲料の落ち込みは、前月の悪
天候に伴う買い溜めの反動なども影響したと見られる。 
今回の結果は、税還付のプラスの影響が一部に発現しはじめた可能性を示唆しており、今後数

カ月間にわたり同様の下支え効果が継続する可能性がある。しかし、足元ではイラン情勢の緊迫

化に伴うエネルギー価格の高騰が影を落としはじめており、こうしたプラスの効果が一部相殺さ

れる可能性もある。３月 31日時点のレギュラーガソリンの全米平均価格は、2022年以来初めて
１ガロン（約 3.8 リットル）あたり４ドルを突破し、４月１日時点では 4.06 ドルとなった。TD
バンクグループのエコノミストのクセニア・ブシュメネワ氏は、これが３月の名目売上高を押し
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を無効と判断した後、トランプ政権は２月 24日から、同法 122条に基づき、輸入品に対して 10％
の課徴金を課している（2026 年２月 24 日記事参照）。その後、USTR は 301 条に基づき、３月
11日に 16カ国・地域を対象に過剰生産能力について、翌３月 12日に 60カ国・地域を対象に強
制労働産品の輸入禁止措置について調査を開始した。122条に基づく課徴金が７月 24日に期限を
迎えることから、その前に 301条調査を終え、新たな関税措置を導入すると見られている。ただ
し、301 条に基づく調査は、通常１カ国あたり 12 カ月程度の調査期間を要する（注４）。仮にト
ランプ政権が７月 24日までに調査を終え、同法に基づき新たな輸入制限措置を取る場合、301条
調査は４カ月程度で終える必要がある。そのため、NTEによる調査結果を活用する可能性が指摘
されている。 
（注１）前年度主要分野として記載されていたデジタル貿易障壁は、2026年度版ではサービス障

壁に含まれている。 
（注２）NTE では、ART に署名した国・地域として、アルゼンチン、バングラデシュ、カンボ

ジア、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、インドネシア、マレーシア、台湾を、

枠組み合意した国・地域として、EU、インド、日本、韓国、北マケドニア、スイス及び
リヒテンシュタイン、タイ、ベトナムを挙げている。 

（注３）米国は ARTを通じて、米国が安全保障上の理由で特定国・地域からの輸入に関税を課し
た場合などに、相手国・地域にも米国と同様の措置を取るよう求めている。 

（注４）301 条は、外国の通商慣行が貿易協定に違反している場合や、不合理・差別的である場
合に、大統領の指示に従って USTRに輸入制限措置を発動する権限を与えている。ただ
し、制限措置の発動前に USTRによる調査が必要となる。 

 
〇２月の米小売売上高は前月比 0.6％増も、イラン情勢緊迫化で先行きに不透明感 
米国商務省の速報（４月１日付）によると、２月の小売売上高（季節調整値）は前月比 0.6％増

の 7,384億ドルとなり、ブルームバーグの市場予想（0.5％増）をわずかに上回り、３カ月ぶりに
増加へ転じた。また、１月は同 0.2％減（速報値）から 0.1％減に上方修正された。ただし、今月
の結果はイラン情勢の緊迫化前のものである点に留意が必要だ。 
自動車・同部品や総合小売りなどが押し上げ要因に 
業種別に見ると、13業種のうち 10業種で増加した。特に自動車・同部品は、前月比 1.2％増の

1,394億ドル（プラス 0.22ポイント）となり、最大の押し上げ要因だった。記録的な寒波による
前月の落ち込みからの反動のほか、個人向け減税に伴う税還付の増加の影響（注）が発現しはじ

めているとの指摘もある（ブルームバーグ４月１日）。そのほか、無店舗小売り（0.7％増）や衣
料（2.0％増）、ガソリンスタンド（0.9％増）などが増加している。春物需要や外出機会の増加に
よる実需の増加と価格上昇の双方が影響したものと見られる。また、小売り統計で唯一のサービ

ス項目のフードサービスは、価格上昇の影響もあり、１月の 0.2％減から 0.4％増へと回復に転じた。 
一方、住宅市場の低迷を背景に家具が 1.0％減となるなど耐久財については、支出を選別してい

る様子も見られる。食品・飲料も 1.0％減と減少に寄与した。食品・飲料の落ち込みは、前月の悪
天候に伴う買い溜めの反動なども影響したと見られる。 
今回の結果は、税還付のプラスの影響が一部に発現しはじめた可能性を示唆しており、今後数

カ月間にわたり同様の下支え効果が継続する可能性がある。しかし、足元ではイラン情勢の緊迫

化に伴うエネルギー価格の高騰が影を落としはじめており、こうしたプラスの効果が一部相殺さ

れる可能性もある。３月 31日時点のレギュラーガソリンの全米平均価格は、2022年以来初めて
１ガロン（約 3.8 リットル）あたり４ドルを突破し、４月１日時点では 4.06 ドルとなった。TD
バンクグループのエコノミストのクセニア・ブシュメネワ氏は、これが３月の名目売上高を押し

上げる半面、「消費者が燃料費の上昇分を補うために嗜好品への支出を抑えるため、実質消費は打

撃を受ける可能性がある。特に旅行やレクリエーションへの支出が最も削減されやすい分野だろ

う」と述べた。消費の先行きは、このほか賃金動向などによっても影響を受ける可能性があり、

先行きには依然不透明感がある。 
（注）2026年はトランプ政権下で成立した「大きく美しい１つの法案法（OBBBA）」の影響で税

還付額が例年より高くなると予想されていた。 
 
〇トランプ米大統領、鉄鋼・アルミ・銅に対する 232条関税の修正を発表、含有量に基づく課税
を廃止 
米国のドナルド・トランプ大統領は４月２日、1962年通商拡大法 232条に基づく、鉄鋼、アル

ミニウム、銅への追加関税措置の関税率を変更する大統領布告を発表した。同日、ファクトシー

トも公開した。 
232条は、特定製品の輸入が米国の国家安全保障に脅威を及ぼすと商務長官が判断した場合に、

追加関税などの措置を発動する権限を大統領に認めている。トランプ氏は、政権１期目の 2018
年３月に 232 条に基づき、鉄鋼に 25％、アルミに 10％の追加関税の賦課を開始した。政権２期
目では段階的に追加関税率を引き上げ、2025 年６月に一律 50％とした。さらに、追加関税の対
象品目に派生品も含めた。派生品に関する追加関税は原則として、製品に含まれる鉄鋼やアルミ

の価額に対してのみ課される。だが、価額の計算方法に関する詳細なガイダンスなどが発表され

ない状態で追加関税が賦課される不透明な状況が続いており、企業の負担になっていた。トラン

プ氏はまた、2025年８月から、232条に基づき銅製品に対しても製品に含まれる銅の価額に対し
て 50％の追加関税を課していた。 
今回の大統領布告で定められた主な措置は次のとおり。 
〇232 条に基づく鉄鋼、アルミ、銅製品への追加関税は、派生品を含めて、金属の含有量に関わ
らず輸入申告価格全体に課す（米国東部時間 2026年４月６日午前０時１分からの通関に適用）。 

〇付属書 I-Aに記載している鉄鋼・同派生品、アルミ・同派生品、銅製品への追加関税率を 50％
とする。ただしこのうち、英国で精練・鋳造されたアルミのみの製品及び溶解・鋳造された鉄

鋼のみの製品に対する追加関税率は 25％とする。また、米国で全量が精錬・鋳造されたアル
ミ及び溶解・鋳造された鉄鋼、精錬・鋳造された銅を使用する派生品に対しては 10％とする
（適用開始日時は同上）。 

〇付属書 I-Bに記載している鉄鋼・アルミ派生品及び銅製品への追加関税率を 25％とする。ただ
し、上述の要件を満たす英国製品は 15％、米国製品は 10％とする（適用開始日時は同上）。 

〇付属書 IIに掲載している鉄鋼・アルミ派生品は 232条追加関税の対象外とする（適用開始日時
は同上、注１）。 

〇付属書 IIIに掲載している鉄鋼・アルミ派生品の追加関税率は、2026年４月６日午前０時１分
～2027年 12月 31日午後 11時 59分の通関までは、一般関税率が 15％未満の場合は 232条
関税と合計して 15％とし、一般関税率が 15％以上の場合は追加関税を課さない（一般関税率
のみ課す）。ただし、米国で全量、精錬・鋳造されたアルミ及び溶解・鋳造された鉄鋼に対し

ては 10％とする。米国と正常貿易関係（NTR）を有さない国からの輸入に対しては 25％を課
す（注２）。2028 年１月１日午前０時１分以降の輸入に対しては、追加関税率を 25％に引き
上げる（注３）。 

〇附属書 I-A、I-B、IIIに規定するロシア産のアルミ製品に対しては、引き続き 200％の追加関税
を課す。 

〇附属書 I-A、I-B、IIIに記載する製品で、複数の金属が含まれる場合も、本布告で定めるそれぞ
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れの関税率は重複して課されない（注４）。また、附属書 I-B、IIIに記載される鉄鋼・アルミ・
銅を一切含有しない場合は 232 条関税を課さない。さらに、附属書 I-B、III に規定され、米
国関税分類番号（HTSUS）で 72、73、74章、76章に分類されず、製品に占める鉄鋼・アル
ミ・銅の重量が 15％未満の場合は 232条関税を課さない（附属書 IV）。 

〇232 条追加関税の対象となる鉄鋼・アルミ・銅派生品を拡大するプロセスを廃止する（注５）。
ただし、商務長官及び米国通商代表部（USTR）代表が国家安全保障を損なう恐れがあると共
同で判断した場合などは、対象品目の追加を可能とする。 

（注１）232 条の適用対象外の場合、1974 年通商法 122 条に基づく 10％の輸入課徴金の対象に
なると考えられる。 

（注２）米国の関税体系は、恒久的正常貿易関係（PNTR）のステータスを与えられた国などに
対する特恵税率が適用される関税率（コラム１）と、それ以外の国向けの関税率（コラ

ム２）に分かれている。コラム２には、ベラルーシ、キューバ、北朝鮮、ロシアが該当

する。 
（注３）ただし、上述の要件を満たす米国製品は 10％のまま。付属書 IIIには産業機器や電力網

関連機器が含まれており、ファクトシートでは、大規模な産業基盤構築を加速させるた

めに時限的に低い関税率を適用すると説明している。 
（注４）関税率を重複して課さない場合、どの関税率が優先されるかは不透明。今後、米国税関・

国境警備局（CBP）によるガイダンスなどで明らかになると見られる。 
（注５）鉄鋼・アルミに対する追加申請受付は、これまで２回行われており、初回のみ審査結果

が発表されていた。３回目は、１月１日から受付が開始される予定だったが、開始の発

表はなかった。なお、自動車部品に対する拡大プロセスは廃止の対象となっていない。 
 
〇３月の米雇用統計、ポジティブな数字が並ぶも、内容は縮小均衡の継続を示唆 
米国労働省は４月３日、３月の雇用統計を発表した。表面上はポジティブな数字が多いが、内

容を精査すると数字ほど改善している訳ではなく、依然として労働市場の縮小均衡状態の継続を

示唆する内容が多い。 
就業者数（前月比６万 4,000人減）、失業者数（同 33万 2,000人減）、労働参加率（61.9％、前

月から 0.17 ポイント低下）（注１）を踏まえた失業率は 4.3％（注２）と、前月（4.4％）から低
下した。失業率は表面上低下したが、その主因は労働参加率の低下にあり、労働市場の改善を意

味するものではないことに注意が必要だ。広義の失業率（注３）は 8.0％（前月 7.9％）と直近３
カ月ほとんど変化しておらず、平均失業期間も 25.3 週（前月 25.7 週）と引き続き高止まりして
いることもこうした見方を裏付けるものとなっている。 
事業所調査（注４）の結果はまちまちだ。非農業部門の新規雇用者数については、17万 8,000

人増と市場予想（６万 5,000 人増）を大きく上回る結果となっている。また、３カ月移動平均で
みても、今月は約６万 8,000 人増とダラス連銀が試算するブレーク・イーブン（注５）である約
３万人を十分に上回る水準となっている。 
内訳では、政府部門が 8,000人減、民間部門が 18万 6,000人増だった。業種別では、教育・医

療（９万人増）、娯楽・接客業（４万 4,000人増）、建設業（２万 6,000人増）、運輸・倉庫業（２
万 1,000 人増）などでの増加が主たる要因。いずれも、２月の医療従事者によるストライキ、天
候要因による押し下げからの反動増の側面が含まれることには留意が必要だが、それでも 3 月は
比較的幅広い業種で増加が確認されたことはポジティブな要素だろう。 
他方、賃金に関しては、雇用者数ほどのポジティブさはみられない。平均時給は 37.4ドル（前

月 37.3ドル）、前月比 0.2％増（前月 0.4％増）、前年同月比 3.5％増（前月 3.8％増）と伸びは鈍
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れの関税率は重複して課されない（注４）。また、附属書 I-B、IIIに記載される鉄鋼・アルミ・
銅を一切含有しない場合は 232 条関税を課さない。さらに、附属書 I-B、III に規定され、米
国関税分類番号（HTSUS）で 72、73、74章、76章に分類されず、製品に占める鉄鋼・アル
ミ・銅の重量が 15％未満の場合は 232条関税を課さない（附属書 IV）。 

〇232 条追加関税の対象となる鉄鋼・アルミ・銅派生品を拡大するプロセスを廃止する（注５）。
ただし、商務長官及び米国通商代表部（USTR）代表が国家安全保障を損なう恐れがあると共
同で判断した場合などは、対象品目の追加を可能とする。 

（注１）232 条の適用対象外の場合、1974 年通商法 122 条に基づく 10％の輸入課徴金の対象に
なると考えられる。 

（注２）米国の関税体系は、恒久的正常貿易関係（PNTR）のステータスを与えられた国などに
対する特恵税率が適用される関税率（コラム１）と、それ以外の国向けの関税率（コラ

ム２）に分かれている。コラム２には、ベラルーシ、キューバ、北朝鮮、ロシアが該当

する。 
（注３）ただし、上述の要件を満たす米国製品は 10％のまま。付属書 IIIには産業機器や電力網

関連機器が含まれており、ファクトシートでは、大規模な産業基盤構築を加速させるた

めに時限的に低い関税率を適用すると説明している。 
（注４）関税率を重複して課さない場合、どの関税率が優先されるかは不透明。今後、米国税関・

国境警備局（CBP）によるガイダンスなどで明らかになると見られる。 
（注５）鉄鋼・アルミに対する追加申請受付は、これまで２回行われており、初回のみ審査結果

が発表されていた。３回目は、１月１日から受付が開始される予定だったが、開始の発

表はなかった。なお、自動車部品に対する拡大プロセスは廃止の対象となっていない。 
 
〇３月の米雇用統計、ポジティブな数字が並ぶも、内容は縮小均衡の継続を示唆 
米国労働省は４月３日、３月の雇用統計を発表した。表面上はポジティブな数字が多いが、内

容を精査すると数字ほど改善している訳ではなく、依然として労働市場の縮小均衡状態の継続を

示唆する内容が多い。 
就業者数（前月比６万 4,000人減）、失業者数（同 33万 2,000人減）、労働参加率（61.9％、前

月から 0.17 ポイント低下）（注１）を踏まえた失業率は 4.3％（注２）と、前月（4.4％）から低
下した。失業率は表面上低下したが、その主因は労働参加率の低下にあり、労働市場の改善を意

味するものではないことに注意が必要だ。広義の失業率（注３）は 8.0％（前月 7.9％）と直近３
カ月ほとんど変化しておらず、平均失業期間も 25.3 週（前月 25.7 週）と引き続き高止まりして
いることもこうした見方を裏付けるものとなっている。 
事業所調査（注４）の結果はまちまちだ。非農業部門の新規雇用者数については、17万 8,000

人増と市場予想（６万 5,000 人増）を大きく上回る結果となっている。また、３カ月移動平均で
みても、今月は約６万 8,000 人増とダラス連銀が試算するブレーク・イーブン（注５）である約
３万人を十分に上回る水準となっている。 
内訳では、政府部門が 8,000人減、民間部門が 18万 6,000人増だった。業種別では、教育・医

療（９万人増）、娯楽・接客業（４万 4,000人増）、建設業（２万 6,000人増）、運輸・倉庫業（２
万 1,000 人増）などでの増加が主たる要因。いずれも、２月の医療従事者によるストライキ、天
候要因による押し下げからの反動増の側面が含まれることには留意が必要だが、それでも 3 月は
比較的幅広い業種で増加が確認されたことはポジティブな要素だろう。 
他方、賃金に関しては、雇用者数ほどのポジティブさはみられない。平均時給は 37.4ドル（前

月 37.3ドル）、前月比 0.2％増（前月 0.4％増）、前年同月比 3.5％増（前月 3.8％増）と伸びは鈍

化し、市場予想（前月比 0.3％増、前年同月比 3.7％増）を下回る結果となった。労働省や民間機
関が発表している求人に関する統計では、労働需要は引き続き低調に留まっていることが示唆さ

れており、こうした労働需要の弱さが賃金の伸びに影響しているものと見られる。 
３月の結果は、表面上はポジティブな数値が多く見られるものの、内容を精査すると額面ほど

強いものではないことがわかる。労働の需要と供給のいずれも弱い水準で均衡が保たれている状

況に大きな変化はなく、引き続き労働市場の動向には留意が必要だ。それでも、今回の結果は、

次回以降の連邦公開市場委員会（FOMC）において、連邦準備制度理事会（FRB）が労働市場の
動向よりもインフレリスクにより重きを置く根拠を提供するものとなるだろう。 
（注１）公式統計を基にジェトロが計算。小数点第２位までの数値で比較すると３月は 61.88％

と前月（62.05％）から 0.17ポイント低下。 
（注２）公式統計を基にジェトロが計算。小数点第２位までの数値で比較すると、３月は 4.26％

と前月（4.44％）から 0.18ポイント低下。 
（注３）失業者に加え、「現在は仕事を探していないが、過去 12カ月の間に求職活動を行った者」

と「フルタイムを希望しているものの、非自発的にパートタイムを選択している者」を

合わせて算定した数値。 
（注４）雇用統計は失業率などを含む家計調査と、非農業部門新規雇用者数や平均賃金などを含

む事業所調査の２種類の統計から成り立っている。 
（注５）失業率が上昇しないために必要と考えられる新規雇用者数を指す。バイデン前政権下の

緩和的な移民政策のもとで外国人労働力が大きく増加した 2023 年のブレーク・イーブ
ン雇用者数は約 16万人だったが、第２次トランプ政権下では外国人労働力を中心に労働
供給が大幅に減少した結果、数値は大きく低下している。 

 
〇関税の不当な回避の取り締まりなど通商法の執行を強化する方針、2027会計年度米国予算教書 
米国のトランプ政権は４月３日、2027会計年度（2026年 10月～2027年９月）の予算教書を

発表した。通商分野では、商務省傘下の国際貿易局（ITA）や産業安全保障局（BIS）への予算増
を通じて、関税の不当な回避に対する取り締まり強化や輸出管理の厳格な運用など、執行面を強

化する方針を示した。 
商務省に対する予算は、全体では 2026年度比 12.2％減となる 92億ドルを要求した。だが、ITA

に対しては、貿易上の不正行為に対処するため、2026年度予算から 1,000万ドルの増額を要求し
た。追加関税措置を多用するトランプ政権は、2025年８月に、関税の不当な回避の取り締まりな
どを強化するため省庁横断の貿易詐欺対策タスクフォースを立ち上げたほか、迂回輸入や「積み

替え品」輸入などの取り締まりに力を入れている（注１）。また、対米投資の促進に向け、2025
年３月に発表した「米国投資促進局の設立」に関する大統領令に基づく取り組みを強化するため

１億ドルを要求した。政治専門紙「ポリティコ」（４月３日）によれば、同局はハワード・ラトニ

ック長官の肝いりプロジェクトであり、CHIPS 及び科学法（CHIPS プラス法）に基づく１兆ド
ルを超える可能性のある支出や、日本や韓国などと合意した対米投資の監督を目的としている。 
商務省の箇所ではそのほか、米国のイノベーションと国家安全保障を保護するため、輸出管理

や 1962年通商拡大法 232条を所管している産業安全保障局（BIS）に対して、２億 1,500万ドル
増を要求した。予算教書では、「悪意ある主体による米国のイノベーションの盗用に対処するため、

数百人の新たな特別捜査官の採用を後押しする歴史的な投資」だとして、輸出管理の執行を強化

する方針を強調した。また、「重要分野における輸入が、国家安全保障に与えるリスクを評価する

ための 232条に基づく調査を実施する能力も大幅に強化することになる」とも記載した（注 2）。 
労働省の箇所では、2026年度予算から 25.9％減となる 99億ドルを要求したが、強制労働への
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対処などは強化する方針を示した。特に国際労働局（ILAB）の予算額は 4,600万ドル減とするも
のの、「強制労働や児童労働といった海外の不公正な競争慣行から米国の労働者を守ることを目指

す」とし、通商協定で定めた労働基準の厳格な執行に注力すると記した。トランプ政権は、強制

労働などによって生産された商品は、価格が人為的に低く抑制されるため、米国製品が不当に不

利に扱われているなどとして問題視している（注 3）。 
また、米国税関・国境警備局（CBP）に対しては、電子通関システム（ACE）への投資として

１億 3,600万ドルを計上した。連邦最高裁が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく関税を無効
と判断して以降、CBP は IEEPA 関税の還付手続きのため ACE に「統合通関管理・処理システ
ム（CAPE）」を導入すると明らかにしている。 
米国通商代表部（USTR）に対しては、予算教書の別添において 2026 年度から 46％増となる

9,500万ドルを要求した。USTRの職員を 70人以上増員する方針を示した。 
（注１）2026年２月には、同タスクフォースのトップを務めている司法省の上級顧問が貿易詐欺

への取り締まりを強化する方針を示している。 
（注２）232 条は、特定製品の輸入が米国の国家安全保障に脅威を及ぼすと商務長官が判断した

場合に、追加関税などの措置を発動する権限を大統領に認めている。最近では 232条に
基づく鉄鋼、アルミニウム、銅に対する追加関税率の修正や、医薬品に対する 100％の
追加関税賦課を発表している。そのほか、ポリシリコン、風力タービン、産業機械など、

現在調査中の案件も複数ある。 
（注３）例えば USTRは３月に、主要貿易相手国・地域が強制労働を使用して生産された産品の

輸入禁止措置を実施しているかについて、1974年通商法 301条に基づく調査を開始した。
また米国は、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が定める「事業所特定の迅速な
労働問題対応メカニズム（RRM）」も活用している。７月に行われる USMCA見直しで
は、RRMの強化が指摘されている。 

 
〇2025年の日本の対外直接投資額は前年比 3.8％増、欧州・米国向けが牽引 
財務省は４月８日、2025年の日本の国際収支統計の年次改定値（国・地域別、業種別）を発表

した。2025 年の日本の対外直接投資額は前年比 3.8％増の 32 兆 6,236 億円（ネット、フロー）
と３年連続で増加した。対内直接投資額は６兆 9,171 億円（ネット、フロー）で前年比 2.4 倍の
大幅増となった。対内直接投資では、負債性資本（注１）の額が大幅に増加したことが金額引き

上げの要因となった。 
対外直接投資の主要地域別では、欧州が前年比 43.3％増の 12 兆 3,035 億円と最大で、地域別

で 2020年以降首位だった北米を抜いた。次いで北米が９兆 5,451億円（前年比 22.0％減）、アジ
アが６兆 197億円（1.9％減）だった。単一国・地域別としては、米国が８兆 9,693億円と、首位
を維持した。米国では 2025年６月に日本製鉄による USスチール買収が完了したものの、第４四
半期（10～12月）に卸売・小売業で大幅な引き揚げがあり、前年比 24.0％減となった。一方、ス
イス（６兆 986億円）は第４四半期に卸売・小売業で多額の流入があり、前年の 5.6倍の投資額
となった。次にオランダ（２兆 9,740億円、前年比 5.9％減）、シンガポール（１兆 6,055億円、
21.9％減）、英国（１兆 3,543 億円、8.1％減）、インド（１兆 1,406 億円、35.0％増）が続いた。
インドでは、金融・保険業が前年比 51.6％増と顕著な成長を示し、投資総額は過去最高を更新し
た。一方、中国は 2,488億円（前年比 29.2％減）と、投資実行額の縮小により減少した。中国向
けの投資は４年連続で減少基調を続けた。 
業種別に見ると（注２）、対外直接投資では、非製造業が前年比 30.8％減の 15兆 9,158億円と

減少に転じたのに対し、製造業が 11 兆 9,340 億円を記録し、前年比 50.5％増と好調だった。非
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対処などは強化する方針を示した。特に国際労働局（ILAB）の予算額は 4,600万ドル減とするも
のの、「強制労働や児童労働といった海外の不公正な競争慣行から米国の労働者を守ることを目指

す」とし、通商協定で定めた労働基準の厳格な執行に注力すると記した。トランプ政権は、強制

労働などによって生産された商品は、価格が人為的に低く抑制されるため、米国製品が不当に不

利に扱われているなどとして問題視している（注 3）。 
また、米国税関・国境警備局（CBP）に対しては、電子通関システム（ACE）への投資として

１億 3,600万ドルを計上した。連邦最高裁が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく関税を無効
と判断して以降、CBP は IEEPA 関税の還付手続きのため ACE に「統合通関管理・処理システ
ム（CAPE）」を導入すると明らかにしている。 
米国通商代表部（USTR）に対しては、予算教書の別添において 2026 年度から 46％増となる

9,500万ドルを要求した。USTRの職員を 70人以上増員する方針を示した。 
（注１）2026年２月には、同タスクフォースのトップを務めている司法省の上級顧問が貿易詐欺

への取り締まりを強化する方針を示している。 
（注２）232 条は、特定製品の輸入が米国の国家安全保障に脅威を及ぼすと商務長官が判断した

場合に、追加関税などの措置を発動する権限を大統領に認めている。最近では 232条に
基づく鉄鋼、アルミニウム、銅に対する追加関税率の修正や、医薬品に対する 100％の
追加関税賦課を発表している。そのほか、ポリシリコン、風力タービン、産業機械など、

現在調査中の案件も複数ある。 
（注３）例えば USTRは３月に、主要貿易相手国・地域が強制労働を使用して生産された産品の

輸入禁止措置を実施しているかについて、1974年通商法 301条に基づく調査を開始した。
また米国は、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が定める「事業所特定の迅速な
労働問題対応メカニズム（RRM）」も活用している。７月に行われる USMCA見直しで
は、RRMの強化が指摘されている。 

 
〇2025年の日本の対外直接投資額は前年比 3.8％増、欧州・米国向けが牽引 
財務省は４月８日、2025年の日本の国際収支統計の年次改定値（国・地域別、業種別）を発表

した。2025 年の日本の対外直接投資額は前年比 3.8％増の 32 兆 6,236 億円（ネット、フロー）
と３年連続で増加した。対内直接投資額は６兆 9,171 億円（ネット、フロー）で前年比 2.4 倍の
大幅増となった。対内直接投資では、負債性資本（注１）の額が大幅に増加したことが金額引き

上げの要因となった。 
対外直接投資の主要地域別では、欧州が前年比 43.3％増の 12 兆 3,035 億円と最大で、地域別

で 2020年以降首位だった北米を抜いた。次いで北米が９兆 5,451億円（前年比 22.0％減）、アジ
アが６兆 197億円（1.9％減）だった。単一国・地域別としては、米国が８兆 9,693億円と、首位
を維持した。米国では 2025年６月に日本製鉄による USスチール買収が完了したものの、第４四
半期（10～12月）に卸売・小売業で大幅な引き揚げがあり、前年比 24.0％減となった。一方、ス
イス（６兆 986億円）は第４四半期に卸売・小売業で多額の流入があり、前年の 5.6倍の投資額
となった。次にオランダ（２兆 9,740億円、前年比 5.9％減）、シンガポール（１兆 6,055億円、
21.9％減）、英国（１兆 3,543 億円、8.1％減）、インド（１兆 1,406 億円、35.0％増）が続いた。
インドでは、金融・保険業が前年比 51.6％増と顕著な成長を示し、投資総額は過去最高を更新し
た。一方、中国は 2,488億円（前年比 29.2％減）と、投資実行額の縮小により減少した。中国向
けの投資は４年連続で減少基調を続けた。 
業種別に見ると（注２）、対外直接投資では、非製造業が前年比 30.8％減の 15兆 9,158億円と

減少に転じたのに対し、製造業が 11 兆 9,340 億円を記録し、前年比 50.5％増と好調だった。非

製造業では、金融・保険業（６兆 8,957億円、前年比 27.6％減）が最大となり、卸売・小売業（２
兆 1,441 億円、54.8％減）、鉱業（１兆 5,715 億円、4.4％減）が続いた。製造業では、輸送機械
器具（２兆 6,944億円、95.8％増）が大幅増となり、鉄・非鉄・金属（２兆 6,165億円、3.9倍）、
化学・医薬（２兆 996 億円、6.1％増）が続いた。輸送機器関連では、横浜ゴムが 2025 年２月、
米国グッドイヤーの鉱山・建設用車両向けタイヤ事業の買収（９億 500万ドル）を完了した（注
３）。 
対内直接投資の主要地域別では、欧州が２兆 8,116億円（前年比 24.1％増）で最大で、アジア

が２兆 1,836億円（32.0％増）、北米が１兆 5,384億円で続いた。主な投資元の国・地域は、米国
が１兆 8,579 億円、シンガポールが１億 2,177 億円（前年比 3.0 倍）、英国 9,746 億円、スイス
9,456億円（前年比 0.9％増）だった。 
業種別に見ると、対内直接投資では、非製造業が１兆 2,271 億円と（前年比 16.1％減）、製造

業の 9,161億円（64.1％増）を上回り、サービス分野中心の構造が継続している。非製造業では、
金融・保険業が引き続き最大で１兆 1,480 億円（53.8％増）だった。通信業 4,984 億円（14.6％
増）も堅調に推移し、デジタル分野への投資が継続している。製造業では、化学・医薬品が 6,193
億円（前年比 3.2倍）と急増した。 
（注１）負債性資本とは、直接投資関係にある当事者間の資金貸借や、債券の取得処分を指す。 
（注２） 国・地域別は IMF 国際収支マニュアル第６版（BPM6）基準の資産負債原則、業種別

は親子関係原則に基づくため、国・地域別／業種別の世界計は一致しない。詳しくは日

本銀行ウェブサイト参照。 
（注３）横浜ゴムのプレスリリース及びワークスペース（LSEG）参照。 

 
〇２月の米個人消費支出、根強いインフレなどが消費を抑制 
米国商務省は４月９日、2026年２月の個人消費支出（PCE）を公表した。米国・イスラエルと

イランの衝突による影響が表れる前の段階から、根強いインフレ圧力や労働需要の弱さなどを背

景に、消費が抑制されていたことが明らかとなった。 
所得関連では、個人所得が名目ベースで前月比 0.1％減（前月 0.4％増）となった。主な押し下

げ要因となった利息・配当（寄与度マイナス 0.13 ポイント）や所得移転（寄与度マイナス 0.08
ポイント）の減少は、主に前月の特殊要因の反動（注１）による一時的なものである可能性が高

い。一方、雇用者報酬は前月比 0.2％増（寄与度 0.12 ポイント）と前月（0.5％増、寄与度 0.31
ポイント）から伸びが低下した。 
労働市場は、やや振れは見られるものの、依然として縮小均衡状態が続き、これに伴って賃金

の伸び悩みが見られる。労働需要の低迷が続けば、この傾向は長期化する恐れもある。所得の伸

びの鈍化を反映し、名目可処分所得は前月比 0.1％減となり、貯蓄率も４％に低下した。 
所得の伸び悩みに加え、２月はインフレの影響も目立つ。物価全体の動きを示す PCEデフレー

タと、より変動が少なく物価動向を把握できるコア指数ともに、前月比で見ると 0.4％上昇と高め
の伸びを示している。中でも、コンピュータや衣類をはじめ、財（食品・エネルギー除く）の価

格（注２）は前月比 1.1％上昇（前月 0.4％上昇）した。なお、PCEデフレータを前年同月比で見
ると 2.8％上昇（前月 2.8％上昇）、３カ月前比（年率）で見ると 4.1％上昇（前月 3.5％上昇）、６
カ月前比（年率）で見ると 3.4％上昇（前月 3.2％上昇）と、依然として物価上昇圧力は続いてい
ることがわかる。３月以降は中東情勢に伴いガソリンや輸送サービスなどの価格上昇が予想され

ており、今後の動向には警戒が必要だ。 
インフレの影響を受け、名目消費（前月比 0.5％増）は比較的高めの伸びを示したにもかかわら

ず、実質消費（前月比 0.1％増）はほとんど伸びていない。実質消費の内訳では、自動車（前月比
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4.3％増、寄与度 0.15 ポイント）は大雪の影響の反動や個人向け減税に伴う税還付の増加の影響
（注３）もあり伸びているが、そのほかの財の伸びは弱く、財全体では前月比 0.2％増（寄与度
0.1 ポイント）に留まった。財の実質消費が 2025 年 12 月及び 2026 年１月と２カ月連続でマイ
ナスとなり、２月も弱い伸びに留まっていることは、財への支出割合が高い中・低所得者層の家

計へのストレスを反映している可能性が高い。また、２月はサービスの実質消費も 0.1％増（寄与
度 0.1ポイント）と低調だった。 
（注１）１月は、社会保障給付のインフレ調整に伴い所得移転が増加していた。 
（注２）公式統計を基にジェトロが計算。 
（注３）2026年はトランプ政権下で成立した「大きく美しい１つの法案法（OBBBA）」の影響で

税還付額が例年より高くなると予想されていた。 
 

〇米税関、IEEPA関税を還付する「統合通関管理・処理システム（CAPE）」を４月 20日から運
用開始 
米国税関・国境警備局（CBP）は４月 10 日、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づき徴収さ

れた関税の還付を行う「統合通関管理・処理システム（CAPE）」を４月 20 日から運用開始する
と、貨物システムメッセージサービス（CSMS）を通じて発表した。 
連邦最高裁判所が２月に IEEPA関税を無効と判断した後、国際貿易裁判所（CIT）は CBPに

対して IEEPA関税を還付するよう命じた。これに対応するため、CBPは４月 20日までに CAPE
を開発すると表明し、開発状況を CITへこれまでに 3度報告していた。CAPEは、輸入申告ごと
に個別に還付処理を行うのではなく、利子を含む IEEPA関税の還付を輸入者ごとに統合して処理
するよう設計されている。CBP の統計によれば、米国が徴収した IEEPA 関税額は、相互関税だ
けで 817億ドルに上る（注１）。 

CBP はこれまで、４月 20 日の CAPE 運用開始に向け、IEEPA 関税還付の申請は、特定の輸
入に対する単純な還付のみに対応する「フェーズ１」から始まると説明していた。CBPが発表し
た CAPE に関する説明書によれば、フェーズ１では未清算の輸入申告と清算から 80 日以内の輸
入申告を対象にする（注２）。払い戻し（ドローバック）請求中の申告（注 3３、異議申し立ての
対象となっている申告（注４）などのほか、清算が確定している申告（注５）などはフェーズ１

の対象外となる。これらの輸入申告を対象とした還付手続きは、追って開始される。なお、申告

の事後修正（PSC、注６）を使って IEEPA関税還付請求を開始することは禁止されている。還付
状況については、ACE内のレポートを通じて確認できる。 
そのほか CBP は、同日、画面キャプチャを用いながら、CAPE による申請方法の解説も公開

した。また、CAPEに関するよくある質問（FAQ）も公開している。 
（注１）2025年 12月 14日時点。なお、IEEPAに基づいて課されていた関税は相互関税だけで

はないため、実際の徴収額及び還付額はより大きくなる。 
（注２）米国では、輸入者が輸入時に納入する関税は推定関税となっており、CBPはその後、通

常 314日以内に確定関税を通知する。ここで推定関税と差異があれば、この差額分が徴
収もしくは還付される。これを関税清算という。なお、清算後 90日以内であれば、CBP
は自主的に再清算できる。CBPが同期間中に手続きを完了できるよう、フェーズ 1では、
清算後 80日までの輸入申告を対象にした。 

（注３）IEEPAに基づく相互関税は、ドローバックが認められていた。 
（注４）関税清算後でも、180日以内であれば CBPに対して異議申し立てを行うことができ、こ

れが認められれば、再清算となる。通常、CBP フォーム 19 というフォーマットが利用
される。詳細は CBPのウェブサイト参照。 
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4.3％増、寄与度 0.15 ポイント）は大雪の影響の反動や個人向け減税に伴う税還付の増加の影響
（注３）もあり伸びているが、そのほかの財の伸びは弱く、財全体では前月比 0.2％増（寄与度
0.1 ポイント）に留まった。財の実質消費が 2025 年 12 月及び 2026 年１月と２カ月連続でマイ
ナスとなり、２月も弱い伸びに留まっていることは、財への支出割合が高い中・低所得者層の家

計へのストレスを反映している可能性が高い。また、２月はサービスの実質消費も 0.1％増（寄与
度 0.1ポイント）と低調だった。 
（注１）１月は、社会保障給付のインフレ調整に伴い所得移転が増加していた。 
（注２）公式統計を基にジェトロが計算。 
（注３）2026年はトランプ政権下で成立した「大きく美しい１つの法案法（OBBBA）」の影響で

税還付額が例年より高くなると予想されていた。 
 

〇米税関、IEEPA関税を還付する「統合通関管理・処理システム（CAPE）」を４月 20日から運
用開始 
米国税関・国境警備局（CBP）は４月 10 日、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づき徴収さ

れた関税の還付を行う「統合通関管理・処理システム（CAPE）」を４月 20 日から運用開始する
と、貨物システムメッセージサービス（CSMS）を通じて発表した。 
連邦最高裁判所が２月に IEEPA関税を無効と判断した後、国際貿易裁判所（CIT）は CBPに

対して IEEPA関税を還付するよう命じた。これに対応するため、CBPは４月 20日までに CAPE
を開発すると表明し、開発状況を CITへこれまでに 3度報告していた。CAPEは、輸入申告ごと
に個別に還付処理を行うのではなく、利子を含む IEEPA関税の還付を輸入者ごとに統合して処理
するよう設計されている。CBP の統計によれば、米国が徴収した IEEPA 関税額は、相互関税だ
けで 817億ドルに上る（注１）。 

CBP はこれまで、４月 20 日の CAPE 運用開始に向け、IEEPA 関税還付の申請は、特定の輸
入に対する単純な還付のみに対応する「フェーズ１」から始まると説明していた。CBPが発表し
た CAPE に関する説明書によれば、フェーズ１では未清算の輸入申告と清算から 80 日以内の輸
入申告を対象にする（注２）。払い戻し（ドローバック）請求中の申告（注 3３、異議申し立ての
対象となっている申告（注４）などのほか、清算が確定している申告（注５）などはフェーズ１

の対象外となる。これらの輸入申告を対象とした還付手続きは、追って開始される。なお、申告

の事後修正（PSC、注６）を使って IEEPA関税還付請求を開始することは禁止されている。還付
状況については、ACE内のレポートを通じて確認できる。 
そのほか CBP は、同日、画面キャプチャを用いながら、CAPE による申請方法の解説も公開

した。また、CAPEに関するよくある質問（FAQ）も公開している。 
（注１）2025年 12月 14日時点。なお、IEEPAに基づいて課されていた関税は相互関税だけで

はないため、実際の徴収額及び還付額はより大きくなる。 
（注２）米国では、輸入者が輸入時に納入する関税は推定関税となっており、CBPはその後、通

常 314日以内に確定関税を通知する。ここで推定関税と差異があれば、この差額分が徴
収もしくは還付される。これを関税清算という。なお、清算後 90日以内であれば、CBP
は自主的に再清算できる。CBPが同期間中に手続きを完了できるよう、フェーズ 1では、
清算後 80日までの輸入申告を対象にした。 

（注３）IEEPAに基づく相互関税は、ドローバックが認められていた。 
（注４）関税清算後でも、180日以内であれば CBPに対して異議申し立てを行うことができ、こ

れが認められれば、再清算となる。通常、CBP フォーム 19 というフォーマットが利用
される。詳細は CBPのウェブサイト参照。 

（注５）CIT は当初、清算前の IEEPA 関税の還付を命じていたが、その後、最終清算後につい
ても還付するよう命じた。 

（注６）PSCの詳細は CBPのウェブサイト、ユーザーズガイドを参照。 
 

〇米主要港、２月の小売業者向け輸入コンテナ量は前月比 7.5％減、関税や燃料価格高騰が逆風
に 
全米小売業協会（NRF）と物流コンサルタント会社のハケット・アソシエイツが発表した「グ

ローバル・ポート・トラッカー報告（４月８日）によると、2026年２月の米国小売業者向けの主
要輸入港（注１）の輸入コンテナ量は、アジアの旧正月による工場停止という季節要因が重なり、

前月比 7.5％減、前年同月比 4.2％減の 195万 TEU（1TEUは 20フィートコンテナ換算）となっ
た（注２）。 
今後の見通しでは、３月は前年同月比 8.3％減の 197 万 TEU、４月は 5.6％減の 208 万 TEU

と、減少傾向が続く見込みだ。一方で５～６月はそれぞれ 7.3％増、6.9％増と一時的にプラスに
転じる見通しだが、これは 2025 年４月の関税導入後の輸入量の急落を反映したもので、いずれ
も反動要因が大きく寄与している。2026年上半期を通じて見ると、総貨物量は前年同期 1.8％減
の 1,230万 TEUと予想されている。その後、７月は 8％減、８月は 6％減と再び減少する見通し
で、全体として減少基調は根強く続く見通しだ。 
ハケット・アソシエイツの創設者ベン・ハケット氏は、米国のコンテナ輸入量は関税の影響で

伸び悩んでいるものの、今のところイラン情勢による直接的な影響は小さいと述べる。しかし、

同氏は輸送運賃の上昇は避けられず、最終的には消費者などに対し物価上昇というかたちで影響

を及ぼすことになると指摘する。特に、（1）ホルムズ海峡の封鎖により、世界中のコンテナ船の
燃料費が押し上げられており、米国内の燃料価格もこうした影響を受けること、（2）アジアの各
港はペルシャ湾からの燃料供給に依存しているため、紛争が早期に解決しなければ燃料不足に陥

る恐れもあることなどを懸念点として挙げた。また、NRFのサプライチェーン・関税政策担当副
会長のジョナサン・ゴールド氏は、これらに加えて船舶の航路変更や機材配置による影響、ガソ

リン価格による消費者の可処分所得の減少に伴う影響などについても波及効果として言及した。 
このように燃料高や関税によるコスト増に直面する中、港湾運営側は自動化による効率化を急

いでいるが、これが労働組合との摩擦を招いている。特に米西海岸ロサンゼルスやロングビーチ

の主要港では、現行の労働協約では自動化の権利が認められているものの、実態としては組合側

の同意なしにプロジェクトを推進するのは困難な状況で、当初の計画が大幅な遅延が生じている。

この停滞は、主要港における処理能力の拡大を阻害しており、将来的な港湾混雑やサプライチェ

ーンの脆弱化を招くリスクが浮き彫りとなっている。 
（注１）主要輸入港は、米国西海岸のロサンゼルス／ロングビーチ、オークランド、シアトル及

びタコマ、東海岸のニューヨーク／ニュージャージー、バージニア、チャールストン、

サバンナ、エバーグレーズ、マイアミおよびジャクソンビル、メキシコ湾岸のヒュース

トンの各港を指す。 
（注２）発表されている貨物量の TEU と前年同月比の数値は端数処理の関係で一致しない場合

がある。 
 
〇３月の米消費者物価指数、原油価格上昇の影響が顕在化、今後のインフレ基調への影響も懸念 
米国労働省が４月 10 日に発表した 2026 年３月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比 3.3％

上昇（前月 2.4％上昇）、前月比 0.9％上昇（前月 0.3％上昇）となった。前年同月比では 2024年
５月以来、前月比では 2022 年６月以来の高い伸びとなった。一方、変動の大きいエネルギーと
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食料品を除いたコア指数は、前年同月比では同 2.6％上昇（前月 2.5％上昇）と３カ月ぶりに伸び
が前月をわずかに上回ったものの、前月比では 0.2％上昇（前月 0.2％上昇）とほぼ変化はなく、
３月時点では米国・イスラエルとイランの衝突に伴うインフレ基調への影響は限定的な範囲に留

まっている。なお、CPI、コア指数ともに市場予想をわずかながら下回った。 
品目別に前年同月比の伸びを見ると、エネルギー価格は、ガソリン価格の上昇（18.9％上昇）

が顕著で、かつ電気（4.6％上昇）、ガス（6.4％上昇）などのサービスも比較的高めの伸びとなっ
た結果、全体としては 12.5％上昇（前月 0.5％上昇）した。他方、食料品は、野菜・果物など燃
料費上昇の影響を受けやすいアイテムに一部上昇もみられるが、今のところ影響は限定的で 2.7％
上昇（前月 3.1％上昇）に留まった。 
これらを除いたコア指数では、財価格（1.2％上昇、前月 1.0％上昇）は衣料品（3.4％上昇、前

月 2.5％上昇）やコンピュータ関連製品（2.2％上昇、前月 0.9％上昇）などが比較的高めの伸びを
示したことを反映し、伸びがわずかに加速した。 
サービス価格（3.0％上昇、前月 2.9％上昇）は住居費（3.0％上昇、前月 3.0％上昇）の伸びは

ほとんど変化がなかったものの、原油価格の上昇を反映して航空運賃（14.9％上昇、前月 7.1％上
昇）の伸びが加速するなどした結果、住居費除くサービス（3.4％上昇、前月 3.3％上昇）はわず
かに伸びが加速した。 
前月比では、財部門は 0.1％上昇（前月 0.1％上昇）、サービス部門は 0.2％上昇（前月 0.3％上

昇）だった。伸びが上昇・低下した主要な項目は前年同月比で見られたものとほぼ同様だった。 
３月の結果を見ると、原油価格の上昇の影響が顕在化し、直接的な影響を受けるガソリンや航

空運賃などの大幅な上昇が見られたものの、その影響は、現在のところ、インフレ基調全体にま

では及んでいない。しかし、今後は、輸送コストの上昇が逐次、財・サービスの価格に反映され

ていくと見られる。また、食料品に関しては、肥料価格の上昇も加わり、影響がより長期にわた

り続く可能性がある。こうした見通しもあり、消費者のインフレ期待は一部の指標では足元で上

昇する動きが見られている。米国は原油・天然ガスの生産国ではあるものの、世界的なコモディ

ティ価格の上昇に無縁でいられるわけではなく、インフレが今後しばらくの間、米国経済にとっ

て大きな懸念事項となるだろう。 
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食料品を除いたコア指数は、前年同月比では同 2.6％上昇（前月 2.5％上昇）と３カ月ぶりに伸び
が前月をわずかに上回ったものの、前月比では 0.2％上昇（前月 0.2％上昇）とほぼ変化はなく、
３月時点では米国・イスラエルとイランの衝突に伴うインフレ基調への影響は限定的な範囲に留
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品目別に前年同月比の伸びを見ると、エネルギー価格は、ガソリン価格の上昇（18.9％上昇）

が顕著で、かつ電気（4.6％上昇）、ガス（6.4％上昇）などのサービスも比較的高めの伸びとなっ
た結果、全体としては 12.5％上昇（前月 0.5％上昇）した。他方、食料品は、野菜・果物など燃
料費上昇の影響を受けやすいアイテムに一部上昇もみられるが、今のところ影響は限定的で 2.7％
上昇（前月 3.1％上昇）に留まった。 
これらを除いたコア指数では、財価格（1.2％上昇、前月 1.0％上昇）は衣料品（3.4％上昇、前

月 2.5％上昇）やコンピュータ関連製品（2.2％上昇、前月 0.9％上昇）などが比較的高めの伸びを
示したことを反映し、伸びがわずかに加速した。 
サービス価格（3.0％上昇、前月 2.9％上昇）は住居費（3.0％上昇、前月 3.0％上昇）の伸びは

ほとんど変化がなかったものの、原油価格の上昇を反映して航空運賃（14.9％上昇、前月 7.1％上
昇）の伸びが加速するなどした結果、住居費除くサービス（3.4％上昇、前月 3.3％上昇）はわず
かに伸びが加速した。 
前月比では、財部門は 0.1％上昇（前月 0.1％上昇）、サービス部門は 0.2％上昇（前月 0.3％上

昇）だった。伸びが上昇・低下した主要な項目は前年同月比で見られたものとほぼ同様だった。 
３月の結果を見ると、原油価格の上昇の影響が顕在化し、直接的な影響を受けるガソリンや航

空運賃などの大幅な上昇が見られたものの、その影響は、現在のところ、インフレ基調全体にま

では及んでいない。しかし、今後は、輸送コストの上昇が逐次、財・サービスの価格に反映され

ていくと見られる。また、食料品に関しては、肥料価格の上昇も加わり、影響がより長期にわた

り続く可能性がある。こうした見通しもあり、消費者のインフレ期待は一部の指標では足元で上

昇する動きが見られている。米国は原油・天然ガスの生産国ではあるものの、世界的なコモディ

ティ価格の上昇に無縁でいられるわけではなく、インフレが今後しばらくの間、米国経済にとっ

て大きな懸念事項となるだろう。 
 
 

●化学プラント情報 

 
○米国の化学プラント建設コスト指数 

2026年01月 2025年12月 2025年01月
(1957-59 = 100) (速報値) (実績) (実績)
指数 840.9 836.0 786.9 年間指数

  機器 1,061.6 1,054.2 984.4 2017 = 567.5
    熱交換器及びタンク 824.5 821.6 762.1 2018 = 603.1
    加工機械 1,071.7 1,065.8 1,019.0 2019 = 607.5
    管、バルブ及びフィッティング 1,452.6 1,439.8 1,334.0 2020 = 596.2
    プロセス計器 635.1 624.9 582.9 2021 = 708.8
    ポンプ及びコンプレッサー 1,696.4 1,680.1 1,605.1 2022 = 816.0
    電気機器 915.3 909.2 836.9 2023 = 797.9
    構造支持体及びその他のもの 1,153.4 1,146.3 1,073.5 2024 = 796.2
  建設労務 387.4 388.7 381.6
  建物 846.2 839.4 799.2
  エンジニアリング及び管理 313.6 313.9 315.0

米国の化学プラント建設コスト指数

 

 
（出所：「ケミカル・エンジニアリング」2026年４月号より作成） 
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●米国産業機械の輸出入統計（2026年１月） 

 
米国商務省センサス局の輸出入統計に基づく、2026年１月の米国における産業機械の輸出入
の概要は、次のとおりである。 

(1) 産業機械の輸出は、39億 7,401万ドル（対前年同月比 3.3%減）となった。化学機械、運搬
機械、金属加工機械は対前年同月比がプラスとなったが、ボイラ・原動機、鉱山機械、プラ

スチック機械、風水力機械、業務用洗濯機、動力伝導装置、積層造形用機械は対前年同月比

がマイナスとなった。 

(2) 産業機械の輸入は、61億 6,616万ドル（対前年同月比 2.0%減）となった。ボイラ・原動機、
プラスチック機械、動力伝導装置、積層造形用機械は対前年同月比がプラスとなったが、鉱

山機械、化学機械、風水力機械、運搬機械、金属加工機械、業務用洗濯機は対前年同月比が

マイナスとなった。 

(3) 産業機械の純輸入は、21億 9,215万ドルとなり、121ヵ月連続で輸入が輸出を上回った。
ボイラ・原動機以外のすべての機械で輸入超過となった。 

(4) 各機械の輸出入の概要は、次の通りである。 

① ボイラ・原動機は、輸出が 11億 2,028万ドル（対前年同月比 10.4%減）となり、部品(ガ
スタービン用）や液体原動機（シリンダ）などの減少により、６ヵ月連続で前年同月比が

マイナスとなった。輸入は 11億 0,920万ドル（対前年同月比 19.2%増）となり、部品(ガス
タービン用）やガスタービン（＞5MW）などの増加により、22ヵ月連続で対前年同月比が
プラスとなった。 

② 鉱山機械は、輸出が 7,724万ドル（対前年同月比 9.3%減）となり、部品やせん孔機など
の減少により、５か月連続で前年同月比がマイナスとなった。輸入は１億 2,971万ドル（対
前年同月比 12.2%減）となり、部品やさく岩機（手持工具）などの減少により、21ヵ月連
続で対前年同月比がマイナスとなった。 

③ 化学機械は、輸出が 11億 1,727万ドル（対前年同月比 5.4%増）となり、温度処理機械（そ
の他）や分離ろ過機（液体ろ過機）などの増加により、５ヵ月連続で対前年同月比がプラ

スとなった。輸入は 15 億 7,259 万ドル（対前年同月比 2.4%減）となり、混合機やタンク
などの減少により、２ヵ月振りに対前年同月比がマイナスとなった。 

④ プラスチック機械は、輸出が 9,996万ドル（対前年同月比 2.5%減）となり、部品や射出
成形機などの減少により、２ヵ月連続で対前年同月比がマイナスとなった。輸入は３億

5,772万ドル（対前年同月比 16.6%増）となり、部品や射出成形機などの増加により、２ヵ
月連続で対前年同月比がプラスとなった。 

⑤ 風水力機械は、輸出が９億 2,461万ドル（対前年同月比 3.0%減）となり、ポンプ （ピス
トンエンジン用）や圧縮機 （遠心式及び軸流式）などの減少により、２ヵ月振りに対前年
同月比がマイナスとなった。輸入は 12 億 5,064 万ドル（対前年同月比 3.3%減）となり、
部品（ポンプ用その他）や圧縮機 （その他）などの減少により、10ヵ月連続で対前年同月
比がマイナスとなった。 

― 84 ―

シカゴ情 報 報 告情 報 報 告



⑥ 運搬機械は、輸出が３億 5,512万ドル（対前年同月比 1.2%増）となり、ジャッキ・ホイ
ストなどの増加により、８ヶ月振りに対前年同月比がプラスとなった。輸入は 10億 2,803
万ドル（対前年同月比 12.0%減）となり、巻上機 （その他の機械装置)やその他連続式エレ
ベータ・コンベヤ（その他のもの）などの減少により、６ヵ月連続で対前年同月比がマイ

ナスとなった。 

⑦ 金属加工機械は、輸出が 4,914万ドル（対前年同月比 5.1%増）となり、スリッター機等
（数値制御式）や熱間鍛造機（密閉型）などの増加により、３ヵ月振りに対前年同月比が

プラスとなった。輸入は１億 8,399 万ドル（対前年同月比 26.9%減）となり、部品（圧延
機用）や圧延機（冷間圧延用）などの減少により、10 ヵ月連続で対前年同月比がマイナス
となった。 

⑧ 業務用洗濯機は、輸出が 2,893 万ドル（対前年同月比 4.2%減）となり、乾燥機（10kg
超・品物用）や洗濯機（10kg超）などの減少により、６ヵ月振りに対前年同月比がマイナ
スとなった。輸入は１億 4,297万ドル（対前年同月比 29.5%減）となり、洗濯機（10kg超）
や乾燥機（10kg超・品物用）などの減少により、11ヵ月連続で対前年同月比がマイナスと
なった。 

⑨ 動力伝導装置は、輸出が２億 0,147万ドル（対前年同月比 12.5%減）となり、ギヤボック
ス等変速機（手動可変式）や歯車及び歯車伝導機などの減少により、３ヵ月連続で対前年

同月比がマイナスとなった。輸入は３億 9,131万ドル（対前年同月比 3.1%増）となり、ギ
ヤボックス等変速機（手動可変式・その他）やギヤボックス等変速機（その他）などの増

加により、２ヵ月連続で対前年同月比がプラスとなった。 

⑩ 積層造形用機械は、輸出が 1,480万ドル（対前年同月比 15.1%減）となり、積層造形用機
械（プラスチック）や積層造形用機械（その他）などの減少により、８ヵ月連続で対前年

同月比がマイナスとなった。輸入は 6,420 万ドル（対前年同月比 33.5%増）となり、積層
造形用機械（メタル）や積層造形用機械（プラスチック）などの増加により、３ヵ月連続

で対前年同月比がプラスとなった。 
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出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図１ 米国における産業機械の輸出金額の推移 

 

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図２ 米国における産業機械の輸入金額の推移 
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出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図１ 米国における産業機械の輸出金額の推移 

 

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図２ 米国における産業機械の輸入金額の推移 

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

番号 産業機械名 対前年比 2026年01月 2025年01月

区分 金額（A) 構成比 金額（B) 構成比 伸び率（%） 金額（E)=A-C 金額(F)=B-D

機械類 503.148 44.9 453.765 36.3 10.9 107.194 122.587

1 ボイラ・原動機 部品 617.135 55.1 796.730 63.7 -22.5 -96.115 197.538

小計 1,120.283 100.0 1,250.496 100.0 -10.4 11.079 320.125

機械類 28.061 36.3 32.480 38.1 -13.6 -46.666 -35.691

2 鉱山機械 部品 49.174 63.7 52.695 61.9 -6.7 -5.807 -26.878

小計 77.235 100.0 85.174 100.0 -9.3 -52.473 -62.569

機械類 887.697 79.5 805.415 76.0 10.2 -404.119 -513.890

3 化学機械 部品 229.573 20.5 254.173 24.0 -9.7 -51.205 -37.622

小計 1,117.269 100.0 1,059.588 100.0 5.4 -455.324 -551.512

機械類 53.800 53.8 48.779 47.6 10.3 -154.355 -152.889

4 プラスチック機械 部品 46.157 46.2 53.720 52.4 -14.1 -103.407 -51.460

小計 99.956 100.0 102.498 100.0 -2.5 -257.762 -204.349

機械類 680.752 73.6 697.530 73.1 -2.4 -258.451 -271.060

5 風水力機械 部品 243.862 26.4 256.066 26.9 -4.8 -67.572 -68.174

小計 924.614 100.0 953.596 100.0 -3.0 -326.023 -339.234

機械類 231.795 65.3 219.899 62.7 5.4 -521.878 -660.928

6 運搬機械 部品 123.320 34.7 130.837 37.3 -5.7 -151.038 -156.091

小計 355.115 100.0 350.736 100.0 1.2 -672.916 -817.019

機械類 44.274 90.1 44.396 95.0 -0.3 -122.700 -141.995

7 金属加工機械 部品 4.866 9.9 2.350 5.0 107.1 -12.149 -62.952

小計 49.140 100.0 46.746 100.0 5.1 -134.849 -204.947

機械類 26.592 91.9 28.218 93.4 -5.8 -93.949 -145.531

8 業務用洗濯機 部品 2.335 8.1 1.983 6.6 17.8 -20.096 -27.202

小計 28.927 100.0 30.201 100.0 -4.2 -114.046 -172.733

機械類 141.154 70.1 168.091 73.0 -16.0 -143.171 -76.554

9 動力伝導装置 部品 60.314 29.9 62.110 27.0 -2.9 -46.669 -72.777

小計 201.468 100.0 230.201 100.0 -12.5 -189.840 -149.332

機械類 8.430 56.9 10.544 60.5 -20.0 -41.331 -21.115

10 積層造形用機械 部品 6.373 43.1 6.893 39.5 -7.5 -8.064 -9.521

小計 14.804 100.0 17.437 100.0 -15.1 -49.395 -30.635

機械類 2,597.273 65.4 2,498.573 60.8 4.0 -1,638.095 -1,875.951

部品 1,376.736 34.6 1,610.663 39.2 -14.5 -554.060 -305.618

合計 3,974.009 100.0 4,109.236 100.0 -3.3 -2,192.154 -2,181.569

番号 産業機械名 対前年比 増減率(%) 対輸出割合(%)

区分 金額（C) 構成比 金額（D) 構成比 伸び率（%） (G)=(E-F)/|F| (H)=E/A

機械類 395.954 35.7 331.179 35.6 19.6 -12.6 21.30

1 ボイラ・原動機 部品 713.250 64.3 599.192 64.4 19.0 -148.7 -15.57

小計 1,109.204 100.0 930.371 100.0 19.2 -96.5 0.99

機械類 74.727 57.6 68.170 46.1 9.6 -30.8 -166.30

2 鉱山機械 部品 54.982 42.4 79.573 53.9 -30.9 78.4 -11.81

小計 129.709 100.0 147.743 100.0 -12.2 16.1 -67.94

機械類 1,291.816 82.1 1,319.305 81.9 -2.1 21.4 -45.52

3 化学機械 部品 280.778 17.9 291.796 18.1 -3.8 -36.1 -22.30

小計 1,572.593 100.0 1,611.101 100.0 -2.4 17.4 -40.75

機械類 208.155 58.2 201.668 65.7 3.2 -1.0 -286.91

4 プラスチック機械 部品 149.564 41.8 105.179 34.3 42.2 -100.9 -224.04

小計 357.719 100.0 306.847 100.0 16.6 -26.1 -257.88

機械類 939.204 75.1 968.591 74.9 -3.0 4.7 -37.97

5 風水力機械 部品 311.433 24.9 324.240 25.1 -3.9 0.9 -27.71

小計 1,250.637 100.0 1,292.830 100.0 -3.3 3.9 -35.26

機械類 753.673 73.3 880.827 75.4 -14.4 21.0 -225.15

6 運搬機械 部品 274.359 26.7 286.927 24.6 -4.4 3.2 -122.48

小計 1,028.031 100.0 1,167.754 100.0 -12.0 17.6 -189.49

機械類 166.973 90.8 186.391 74.1 -10.4 13.6 -277.14

7 金属加工機械 部品 17.015 9.2 65.302 25.9 -73.9 80.7 -249.68

小計 183.988 100.0 251.692 100.0 -26.9 34.2 -274.42

機械類 120.542 84.3 173.749 85.6 -30.6 35.4 -353.30

8 業務用洗濯機 部品 22.431 15.7 29.185 14.4 -23.1 26.1 -860.55

小計 142.973 100.0 202.934 100.0 -29.5 34.0 -394.25

機械類 284.325 72.7 244.645 64.5 16.2 -87.0 -101.43

9 動力伝導装置 部品 106.984 27.3 134.888 35.5 -20.7 35.9 -77.38

小計 391.309 100.0 379.533 100.0 3.1 -27.1 -94.23

機械類 49.761 77.5 31.659 65.9 57.2 -95.7 -490.26

10 積層造形用機械 部品 14.438 22.5 16.413 34.1 -12.0 15.3 -126.53

小計 64.199 100.0 48.072 100.0 33.5 -61.2 -333.66

機械類 4,235.367 68.7 4,374.524 69.5 -3.2 12.7 -63.07

部品 1,930.796 31.3 1,916.281 30.5 0.8 -81.3 -40.24

合計 6,166.163 100.0 6,290.805 100.0 -2.0 -0.5 -55.16

輸入
2026年01月 2025年01月

純輸出

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

純輸出

産業機械合計

表１　米国における産業機械の輸出入統計（総括表）

2026年01月 2025年01月
輸出

産業機械合計
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(単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8402 - 11 水管ボイラ（＞45t/h) * 6 0.182 4 0.032 468.3

12 水管ボイラ（＜45t/h) * 73 0.543 80 1.994 -72.8

19 その他蒸気発生ボイラ * 154 1.138 453 2.840 -59.9

20 過熱水ボイラ * 5 0.037 287 2.399 -98.4

90 - 0010 部分品（熱交換器） * 76 2.769 89 2.274 21.8

8404 - 10 - 0010 補助機器（エコノマイザ） * 10 0.155 35 0.370 -58.1

0050 補助機器（その他） * 85 1.134 49 0.495 129.0

20 蒸気原動機用復水器 * 25 0.144 40 0.160 -10.3

8406 - 10 蒸気タービン (船用) 5 0.095 1 0.048 97.1

81 蒸気タービン（＞40MW） 0 0.000 0 0.000 -

82 蒸気タービン (≦40MW） 39 1.244 82 3.008 -58.7

8410 - 11 液体タービン（≦1MW） 167 0.479 844 0.329 45.4

12 液体タービン（≦10MW） 2 0.115 0 0.000 -

13 液体タービン（＞10MW） 0 0.000 165 0.178 -100.0

8411 - 81 ガスタービン（≦5MW） 93 44.850 43 20.569 118.0

82 ガスタービン（＞5MW） 81 206.210 150 157.067 31.3

8412 - 21 液体原動機（シリンダ） 74,807 120.572 89,514 132.155 -8.8

29 液体原動機（その他） 39,628 48.414 44,564 57.913 -16.4

31 気体原動機(シリンダ） 147,285 17.472 147,848 18.682 -6.5

39 気体原動機(その他） 25,861 39.708 22,710 27.217 45.9

80 その他原動機 269,800 17.889 165,380 26.033 -31.3

- 503.148 - 453.765 10.9

8402 - 90 - 0090 部品(ボイラ用） X 4.541 X 5.796 -21.7

8404 - 90 部品(補助機器用） X 1.364 X 1.283 6.3

8406 - 90 部品(蒸気タービン用） X 29.033 X 20.088 44.5

8410 - 90 部品(液体タービン用） X 2.091 X 0.324 544.6

8411 - 99 部品(ガスタービン用） X 474.604 X 679.400 -30.1

8412 - 90 部品（その他） X 105.502 X 89.839 17.4

- 617.135 - 796.730 -22.5

- 1,120.283 - 1,250.496 -10.4

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。
・「*」の数量単位は「t」である。

(2) 鉱山機械　（輸出）

(単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8430 - 49 せん孔機 12,964 6.522 3,112 9.454 -31.0

8467 - 19 - 5060 さく岩機（手持工具） 2,089 0.501 2,258 0.873 -42.6

8474 - 10 選別機 460 12.113 483 12.674 -4.4

20 破砕機 275 8.218 148 6.668 23.2

39 混合機 67 0.707 285 2.811 -74.9

- 28.061 - 32.480 -13.6

8474 - 90 部品 X 49.174 X 52.695 -6.7

- 49.174 - 52.695 -6.7

- 77.235 - 85.174 -9.3

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

(1) ボイラ・原動機　（輸出）

HS コード 品    名

機械類合計

HS コード 品    名

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

表２　米国における産業機械の輸出統計（詳細）

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計
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(3) 化学機械　（輸出）

    (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

7309 - 00 タンク 165,704 38.627 216,740 26.132 47.8

8419 - 19 温度処理機械（湯沸器） 25,515 13.573 29,860 16.691 -18.7

20 〝 (減菌器） 1,654 8.512 1,767 8.112 4.9

35 〝 (乾燥機・紙パ用） 7 0.078 3 0.040 95.5

39 〝 (乾燥機・その他） 1,136 10.579 1,653 9.173 15.3

40 〝 (蒸留機） 147 1.591 241 2.372 -32.9

50 〝 (熱交換装置） 126,942 153.910 233,654 132.019 16.6

60 〝（気体液化装置） 292 2.969 452 6.418 -53.7

89 〝（その他） 24,230 91.616 23,483 60.116 52.4

8405 - 10 発生炉ガス発生機 1,298 3.760 4,848 3.258 15.4

8479 - 82 混合機 15,395 29.938 14,951 26.495 13.0

8401 - 20 分離ろ過機（同位体用） * 400 0.086 21 0.085 1.0

8421 - 19 〝（遠心分離機） 2,397 17.971 1,602 12.488 43.9

29 〝（液体ろ過機） 6,748,738 243.500 5,974,710 212.194 14.8

32 注1 〝（気体ろ過機・内燃機関） 222,172 89.191 310,368 95.414 -6.5

39 〝 (気体ろ過機・その他） 2,650,461 169.943 3,165,526 185.317 -8.3

8439 - 10 紙パ製造機械（パルプ用） 46 0.307 10 0.080 281.4

20 〝 （製紙用） 158 3.344 61 0.661 406.0

30 〝 （仕上用） 8 0.299 12 0.466 -35.8

8441 - 10 〝 （切断機） 233 4.253 265 5.124 -17.0

40 〝 （成形用） 4 0.150 1 0.012 1,112.7

80 〝 （その他） 129 3.499 108 2.747 27.4

- 887.697 - 805.415 10.2

8405 - 90 部品（ガス発生機械用） X 0.742 X 3.706 -80.0

8419 - 90 - 2000 部品（紙パ用） X 1.505 X 2.320 -35.1

8421 - 91 部品（遠心分離機用） X 10.303 X 9.702 6.2

99 部品（ろ過機用） X 182.461 X 196.067 -6.9

8439 - 91 部品（パルプ製造機用） X 7.005 X 11.387 -38.5

99 部品（製紙・仕上機用） X 7.337 X 9.805 -25.2

8441 - 90 部品（その他紙パ製造機用） X 20.219 X 21.186 -4.6

- 229.573 - 254.173 -9.7

- 1,117.269 - 1,059.588 5.4
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

・「*」の数量単位は「t」である。

(4) プラスチック機械　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8477 - 10 射出成形機 69 7.934 101 12.289 -35.4

20 押出成形機 63 6.194 58 7.119 -13.0

30 吹込み成形機 140 2.944 124 4.756 -38.1

40 真空成形機 98 1.118 97 2.012 -44.4

51 その他の機械（成形用） 33 0.552 13 0.105 423.6

59 その他のもの（成形用） 138 4.981 146 5.605 -11.1

80 その他の機械 2,167 30.076 1,145 16.893 78.0

2,708 53.800 1,684 48.779 10.3

8477 - 90 部品 X 46.157 X 53.720 -14.1

- 46.157 - 53.720 -14.1

- 99.956 - 102.498 -2.5

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

HS コード 品    名

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

HS コード 品    名

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計
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(5) 風水力機械 （輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8413 - 19 38,265 23.959 39,347 24.417 -1.9

30 774,923 84.485 1,227,106 105.133 -19.6

50 - 0010 1,198 16.700 1,830 14.764 13.1

0050 35,811 19.368 47,949 21.735 -10.9

0090 14,281 43.388 14,250 39.202 10.7

60 - 0050 100 0.975 106 1.366 -28.7

0070 1,979 2.576 2,072 1.434 79.6

0090 14,264 41.470 15,957 46.330 -10.5

70 140,931 104.406 168,108 98.843 5.6

81 77,131 39.386 82,109 49.132 -19.8

82 543 0.254 1,004 1.147 -77.8

8414 - 80 - 1618 7,753 5.076 4,593 3.157 60.8

1642 109 0.867 487 0.757 14.4

1655 421 2.299 756 4.685 -50.9

1660 378 0.737 339 0.876 -15.8

1667 74 1.420 64 1.231 15.3

1675 534 13.207 534 9.568 38.0

1680 3,705 23.863 12,157 17.060 39.9

1685 131 0.712 187 1.150 -38.1

1690 30,933 3.796 44,576 4.548 -16.5

2015 880 9.896 2,668 27.251 -63.7

2055 1,202 6.031 1,255 4.835 24.7

2065 27 1.788 53 2.818 -36.6

2075 18 5.872 12 5.843 0.5

9000 71,065 65.762 113,975 65.636 0.2

59 - 9080 2,168,440 127.759 1,547,170 110.592 15.5

10 真空ポンプ 122,412 34.700 80,058 34.018 2.0

3,507,508 680.752 3,408,722 697.530 -2.4

8413 - 91 - 1000 部品（圧縮点火機関用ポンプ） X 15.706 X 17.378 -9.6

9010 〃（その他エンジン用ポンプ） X 10.620 X 14.230 -25.4

9520 〃（ポンプ用その他） X 111.472 X 116.966 -4.7

92 〃（液体エレベータ） X 0.572 X 1.254 -54.4

8414 - 90 - 1080 〃（その他送風機） X 19.840 X 23.382 -15.1

2095 〃（その他圧縮機その他） X 46.192 X 48.260 -4.3

9100 〃（真空ポンプ） X 39.460 X 34.597 14.1

- 243.862 - 256.066 -4.8

- 924.614 - 953.596 -3.0

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

ポンプ（その他計器付設型）

HS コード 品    名

〃 （油井用回転容積式）

〃 （ローラポンプ）

〃 （その他回転容積式）

〃 （紙パ用等遠心式）

〃 （ピストンエンジン用）

〃 （油井用往復容積式）

〃 （ダイアフラム式）

〃 （その他往復容積式）

〃 （ 〃＞74.6KW)

〃 （定置回転式≦11.19KW)

〃 （〃11.19KW＜ ≦74.6KW)

〃 （ 〃11.19KW＜ ≦74.6KW)

〃 （タービンポンプその他）

液体エレベータ

圧縮機（定置往復式≦11.19KW）

〃 （その他）

〃 （遠心式及び軸流式）

〃 （その他圧縮機≦186.5KW)

〃 （〃186.5KW＜ ≦746KW)

〃 （〃＞746KW)

〃 （〃＞74.6KW)

〃 （定置式その他）

〃 （携帯式＜0.57m3/min.)

〃 （携帯式その他）

送風機（その他）

総合計

機械類合計

部品合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計
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(6) 運搬機械 （輸出）

    (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8426 - 11

   （固定支持式天井クレーン） 42 1.570 50 1.106 42.0

12 318 3.725 29 2.340 59.2

19 181 2.927 198 4.893 -40.2

20 4 0.108 61 0.523 -79.3

30 228 1.198 203 1.161 3.2

91 276 4.519 557 9.457 -52.2

99 449 3.823 176 1.751 118.4

8425 - 39   

   （ウィン・キャップ：その他） 6,538 10.813 7,077 8.335 29.7

11 5,385 19.024 3,323 11.912 59.7

19 15,301 4.553 5,243 3.965 14.8

31 6,798 5.198 6,370 4.842 7.3

8428 - 60 59 0.355 15 0.143 147.9

70 291 8.070 395 11.127 -27.5

90 - 0310 439 5.830 153 2.118 175.3

0390 77,418 63.485 47,809 52.987 19.8

8425 - 41   

   （据付け式） 139 0.665 192 0.897 -25.9

42 6,650 5.481 11,206 6.214 -11.8

49 101,830 6.893 101,339 6.396 7.8

8428 - 20 - 0010 エスカレータ・エレベータ

  （空圧式コンベヤ） 433 9.267 462 4.664 98.7

0050 〃（空圧式エレベータ） 1,391 12.781 268 2.844 349.5

10 〃（非連続エレ・スキップホ） 1,225 18.117 2,031 31.556 -42.6

40 〃（エスカレータ・移動歩道） 3 0.103 38 0.622 -83.4

31 その他連続式エレベータ・コンベヤ  

  （地下使用形） 21 0.523 20 0.459 14.0

32 〃（その他バケット型） 21 1.453 14 0.532 172.8

33 〃（その他ベルト型） 1,211 12.704 2,042 19.448 -34.7

39 〃（その他のもの） 44,648 28.609 12,647 29.607 -3.4

271,299 231.795 201,918 219.899 5.4

8431 - 10 - 0010 部品

  （プーリタタック・ホイス用） X 2.749 X 2.457 11.9

0090 〃（その他巻上機等用） X 8.866 X 10.189 -13.0

31 - 0020 〃（スキップホイスﾄ用） X 0.477 X 0.723 -34.0

0040 〃（エスカレータ用） X 8.255 X 7.982 3.4

0060 〃（非連続作動エレベータ用） X 2.186 X 3.587 -39.1

39 - 0010 〃（空圧式エレベータ・コンベヤ用） X 42.158 X 39.437 6.9

0050 〃（石油・ガス田機械装置用） X 10.787 X 9.520 13.3

0090 〃（その他の運搬機械用） X 33.983 X 32.549 4.4

49 - 1010 〃（天井・ガント・門形等用） X 7.173 X 4.807 49.2

1060 〃（移動リ・ストラドル等用） X 1.344 X 3.800 -64.6

1090 〃（その他クレーン用） X 5.343 X 15.786 -66.2

- 123.320 - 130.837 -5.7

- 355.115 - 350.736 1.2

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

2025年01月

Ch.(%)

クレーン

〃 （移動リフト・ストラドル）

〃 （液圧式その他）

〃 （その他のもの）

〃 （その他のもの）

巻上機

〃 （プーリタ・ホイス：電動）

〃 （〃：その他）

品    名

2026年01月

〃 （非固定天井・ガントリ等）

〃 （タワークレーン）

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

〃 （その他の機械装置)

ジャッキ・ホイスト

〃 （産業用ロボット)

〃 （森林での丸太取扱装置)

〃 （ウィンチ・キャプ：電動)

〃 （ケーブルカー等けん引装置)

機械類合計

〃 （門形ジブクレーン）

〃 （道路走行車両装備用）

HS コード
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(7) 金属加工機械　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8455 - 10 圧延機（管圧延機） 7 0.060 1 0.004 1252.0

21 〃（熱間及び熱・冷組合せ） 0 0.000 94 1.634 -100.0

22 〃（冷間圧延用） 13 0.257 17 0.328 -21.8

8462 - 11 注1 熱間鍛造機（密閉型） 81 11.350 65 7.179 58.1

19 注1 〃（その他） 12 0.418 6 0.390 7.2

22 注1 〃（形状成型機） 77 1.176 258 3.308 -64.5

23 注1 〃（数値制御式プレスブレーキ） 79 3.010 324 4.273 -29.6

24 注1 〃（数値制御式パネルベンダー） 7 0.976 56 0.720 35.5

25 注1 〃（数値制御式ロール成形機） 6 0.342 2 0.003 11917.8

26 注1 〃（その他の数値制御式） 156 2.492 74 2.007 24.1

29 〃（その他） 1,708 9.920 1,771 8.519 16.4

32 注1 スリッター機等（スリッター機・切断機） 8 0.228 138 3.233 -92.9

33 注1 〃（数値制御式剪断機） 4 0.289 5 0.231 25.5

39 〃（その他） 151 0.862 291 1.114 -22.6

42 注1 〃（数値制御式） 24 5.911 3 0.370 1499.7

49 〃（その他） 279 0.321 365 2.342 -86.3

51 注1 炉心管（数値制御式） 3 0.445 8 0.941 -52.7

59 注1 〃（その他） 0 0.000 22 0.292 -100.0

61 注1 冷間金属加工（液圧プレス） 10 0.389 49 2.323 -83.3

62 注1 〃（機械プレス） 241 2.338 220 2.442 -4.2

63 注1 〃（サーボプレス） 206 1.729 28 0.483 257.7

69 注1 〃（その他） 13 0.221 17 0.172 28.2

90 注1 その他 406 1.542 260 2.089 -26.2

3,491 44.274 4,074 44.396 -0.3

8455 - 90 部品（圧延機用） * X 4.866 X 2.350 107.1

- 4.866 - 2.350 107.1

- 49.140 - 46.746 5.1
注1：HS2022改正に伴う新規品目

(8) 業務用洗濯機　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8450 - 12 洗濯機（10kg以下遠心脱水） 161 0.139 298 0.267 -47.8

19 〃（〃・その他） 215 0.101 203 0.087 15.7

20 〃（10kg超） 50,105 21.152 45,472 21.567 -1.9

8451 - 10 ドライクリーニング機 56 0.463 29 0.354 31.0

29 - 0010 乾燥機（10kg超・品物用） 14,503 4.738 16,484 5.944 -20.3

65,040 26.592 62,486 28.218 -5.8

8450 - 90 部品（洗濯機用） X 2.335 X 1.983 17.8

- 2.335 - 1.983 17.8

- 28.927 - 30.201 -4.2

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

HS コード 品    名

2026年01月

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

HS コード 品    名

2026年01月

(注）・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「*」の数量単位は「kg」である。
出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

部品合計

総合計
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(9) 動力伝導装置　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8483 - 40 - 1000 トルクコンバータ 13,675 11.708 12,583 13.551 -13.6

4010 ギヤボックス等変速機（固定比） 13,029 48.363 14,010 37.218 29.9

4050 〃（手動可変式） 113,560 35.248 113,052 60.810 -42.0

7000 〃（その他） 2,993 7.903 4,052 10.722 -26.3

9000 歯車及び歯車伝導機 9,096,943 37.932 8,049,918 45.790 -17.2

- 141.154 - 168.091 -16.0

8483 - 90 - 5000 部品（ギヤボックス等変速機用） X 60.314 X 62.110 -2.9

- 60.314 - 62.110 -2.9

- 201.468 - 230.201 -12.5

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

(10) 積層造形用機械　（輸出）

   (単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8485 - 10 注1 積層造形用機械（メタル） 2 0.158 11 0.534 -70.4

20 注1 〃（プラスチック） 529 7.013 452 8.070 -13.1

30 注1 〃（プラスター） 0 0.000 5 0.067 -100.0

80 注1 〃（その他） 92 1.259 238 1.873 -32.8

- 8.430 - 10.544 -20.0

8485 - 90 注1 部品（積層造形用機械） X 6.373 X 6.893 -7.5

- 6.373 - 6.893 -7.5

- 14.804 - 17.437 -15.1
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

HS コード 品    名

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

部品合計

総合計

2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

HS コード 品    名

2026年01月
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（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8402 - 11 水管ボイラ（＞45t/h) * 24 0.621 0 0.000 -

12 水管ボイラ（＜45t/h) * 39 0.675 25 0.089 657.7

19 その他蒸気発生ボイラ * 136 1.275 153 1.576 -19.1

20 過熱水ボイラ * 4 0.132 743 6.424 -97.9

90 - 0010 部分品（熱交換器） * 2,637 11.690 13 0.100 11,601.7

8404 - 10 - 0010 補助機器（エコノマイザ） * 84 0.273 4 0.016 1580.2

0050 補助機器（その他） * 912 25.279 184 1.744 1349.4

20 蒸気原動機用復水器 * 26 0.312 65 0.991 -68.5

8406 - 10 蒸気タービン（舶用） 2 0.117 5 0.350 -66.6

81 蒸気タービン（>40MW) 1 1.134 1 0.015 7702.9

82 蒸気タービン(≦40MW) 269 1.118 5 0.003 38702.9

8410 - 11 液体タービン（≦1MW） 11 0.034 8 0.152 -77.9

12 液体タービン（≦10MW） 4 0.039 0 0.000 -

13 液体タービン（＞10ＭＷ） 0 0.000 0 0.000 -

8411 - 81 ガスタービン（≦5MW） 54 25.778 55 22.032 17.0

82 ガスタービン（＞5MW） 64 79.114 22 34.679 128.1

8412 - 21 液体原動機（シリンダ） 1,272,298 123.164 605,676 124.392 -1.0

29 液体原動機（その他） 134,246 66.581 113,357 77.452 -14.0

31 気体原動機(シリンダ） 481,377 27.505 660,425 30.407 -9.5

39 気体原動機(その他） 115,922 22.062 106,166 17.894 23.3

80 その他原動機 235,396 9.052 429,245 12.863 -29.6

- 395.954 - 331.179 19.6

8402 - 90 - 0090 部品(ボイラ用） X 14.136 X 16.695 -15.3

8404 - 90 部品(補助機器用） X 5.220 X 1.810 188.5

8406 - 90 部品(蒸気タービン用） X 24.538 X 18.532 32.4

8410 - 90 部品(液体タービン用） X 4.468 X 4.869 -8.2

8411 - 99 部品(ガスタービン用） X 415.401 X 305.023 36.2

8412 - 90 部品（その他） X 249.488 X 252.263 -1.1

- 713.250 - 599.192 19.0

- 1,109.204 - 930.371 19.2

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。
・「*」の数量単位は「t」である。

(2) 鉱山機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8430 - 49 せん孔機 1,122 5.281 432 4.408 19.8

8467 - 19 - 5060 さく岩機（手持工具） 59,127 5.004 104,400 7.214 -30.6

8474 - 10 選別機 3,158 23.005 569 20.070 14.6

20 破砕機 938 38.093 1,519 31.892 19.4

39 混合機 190 3.343 739 4.585 -27.1

- 74.727 - 68.170 9.6

8474 - 90 部品 X 54.982 X 79.573 -30.9

- 54.982 - 79.573 -30.9

- 129.709 - 147.743 -12.2

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

表３　米国における産業機械の輸入統計（詳細）

Ch.(%)

Ch.(%)

2025年01月

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

(1) ボイラ・原動機　（輸入）

2026年01月

総合計

HS コード 品    名

品    名

機械類合計

部品合計

総合計

部品合計

機械類合計

HS コード

2026年01月 2025年01月
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(3) 化学機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

7309 - 00 タンク 49,578 27.464 122,753 68.465 -59.9

8419 - 19 温度処理機械（湯沸器） 172,698 45.754 196,189 49.337 -7.3

20 〝 (減菌器） 18,957 24.673 8,945 18.876 30.7

35 〝 (乾燥機・紙パ用） 236 2.925 55,315 8.842 -66.9

39 〝 (乾燥機・その他） 20,816 20.709 20,308 23.347 -11.3

40 〝 (蒸留機） 253 13.723 4,631 11.686 17.4

50 〝 (熱交換装置） 1,069,114 184.026 1,211,918 155.910 18.0

60 〝（気体液化装置） 2,665 4.984 6,163 18.572 -73.2

89 〝（その他） 377,240 286.063 441,777 154.512 85.1

8405 - 10 発生炉ガス発生機 79,151 1.223 358,776 2.771 -55.9

8479 - 82 混合機 188,045 61.807 188,990 104.610 -40.9

8401 - 20 分離ろ過機（同位体用） * 655 0.004 3 0.221 -98.0

8421 - 19 〝（遠心分離機） 202,412 17.380 245,761 19.157 -9.3

29 〝（液体ろ過機） 20,969,637 106.878 26,707,773 141.026 -24.2

32 注1 〝（気体ろ過機・内燃機関） 1,081,893 219.861 1,106,832 246.027 -10.6

39 〝 (気体ろ過機・その他） 11,019,110 217.454 11,715,949 220.202 -1.2

8439 - 10 紙パ製造機械（パルプ用） 9 1.872 11 0.422 343.6

20 〝 （製紙用） 7 0.011 15 2.338 -99.5

30 〝 （仕上用） 236 9.211 251 12.745 -27.7

8441 - 10 〝 （切断機） 355,354 23.242 212,143 34.576 -32.8

40 〝 （成形用） 24 0.607 9 0.311 95.3

80 〝 （その他） 1,842 21.942 1,009 25.355 -13.5

- 1,291.816 - 1,319.305 -2.1

8405 - 90 部品（ガス発生機械用） X 0.505 X 0.109 361.4

8419 - 90 - 2000 部品（紙パ用） X 7.677 X 3.333 130.3

8421 - 91 部品（遠心分離機用） X 16.962 X 18.994 -10.7

99 部品（ろ過機用） X 185.347 X 202.864 -8.6

8439 - 91 部品（パルプ製造機用） X 6.207 X 5.672 9.4

99 部品（製紙・仕上機用） X 38.207 X 33.192 15.1

8441 - 90 部品（その他紙パ製造機用） X 25.871 X 27.631 -6.4

- 280.778 - 291.796 -3.8

- 1,572.593 - 1,611.101 -2.4
注1：HS2022改正に伴う新規品目      
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

・「*」の数量単位は「t」である。

(4) プラスチック機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8477 - 10 射出成形機 843 74.211 445 54.655 35.8

20 押出成形機 84 20.524 96 17.400 18.0

30 吹込み成形機 133 24.631 451 28.901 -14.8

40 真空成形機 181 7.398 206 7.952 -7.0

51 その他の機械（成形用） 205 10.115 90 0.327 2993.2

59 その他のもの（成形用） 94 10.398 142 13.718 -24.2

80 その他の機械 8,261 60.879 5,949 78.715 -22.7

9,801 208.155 7,379 201.668 3.2

8477 - 90 部品 X 149.564 X 105.179 42.2

- 149.564 - 105.179 42.2

- 357.719 - 306.847 16.6

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。
出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

機械類合計

HS コード

部品合計

品    名

総合計

Ch.(%)

2026年01月 2025年01月

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

総合計

部品合計

機械類合計

Ch.(%)品    名HS コード

2026年01月 2025年01月
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(5) 風水力機械 （輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8413 - 19 211,799 17.574 486,864 21.450 -18.1

30 4,907,982 209.461 5,449,446 223.051 -6.1

50 - 0010 1,181 10.584 929 13.596 -22.2

0050 139,100 10.635 239,797 11.875 -10.4

0090 385,901 19.412 384,180 28.249 -31.3

60 - 0050 599 0.366 1,059 0.564 -35.0

0070 6,703 1.314 4,848 1.827 -28.1

0090 621,013 33.586 612,476 44.120 -23.9

70 3,566,470 158.347 3,475,662 153.061 3.5

81 1,011,687 24.461 974,138 35.455 -31.0

82 363 2.273 18,742 1.594 42.6

8414 - 80 - 1605 119,679 8.629 68,959 9.079 -5.0

1615 14,764 2.469 19,195 2.838 -13.0

1625 2,680 1.485 3,775 1.550 -4.2

1635 2,943 1.199 394 0.899 33.4

1640 365 0.177 1,181 0.583 -69.7

1645 221 0.428 169 0.703 -39.1

1655 36 0.931 252 5.022 -81.5

1660 2,889 5.173 3,765 7.014 -26.2

1665 1,667 4.534 3,505 7.888 -42.5

1670 3,387 6.291 1,153 6.533 -3.7

1675 1,711 17.089 534 18.668 -8.5

1680 22,463 5.933 22,426 8.246 -28.1

1685 1,438,152 40.306 997,290 38.352 5.1

1690 96,713 4.605 265,673 10.196 -54.8

2015 3,354 27.683 5,961 14.967 85.0

2055 40,617 11.294 26,166 9.978 13.2

2065 89 2.448 38 2.431 0.7

2075 52 44.851 110 16.597 170.2

9000 356,864 12.686 349,243 28.182 -55.0

8414 - 59 - 6560 送風機（その他遠心式） 1,764,994 69.338 1,390,782 50.808 36.5

6590 〃（その他軸流式） 3,540,209 69.586 2,473,956 73.025 -4.7

6595 〃（その他） 1,934,203 59.866 1,781,371 57.398 4.3

10 真空ポンプ 942,170 54.189 766,559 62.791 -13.7

21,143,020 939.204 19,830,598 968.591 -3.0

8413 - 91 - 1000 部品（圧縮点火機関用ポンプ） X 8.208 X 10.221 -19.7

2000 〃（紙パ用ストックポンプ） X 1.284 X 1.193 7.7

9010 〃（その他エンジン用ポンプ） X 23.973 X 27.457 -12.7

9096 〃（ポンプ用その他） X 129.358 X 151.097 -14.4

92 〃（液体エレベータ） X 2.088 X 1.674 24.7

8414 - 90 - 1080 〃（その他送風機） X 35.534 X 33.006 7.7

4165 〃（その他圧縮機ハウジング） X 17.068 X 19.142 -10.8

4175 〃（その他圧縮機その他） X 56.012 X 45.703 22.6

9140 〃（真空ポンプ） X 10.730 X 8.642 24.2

9180 〃（その他） X 27.178 X 26.106 4.1

- 311.433 - 324.240 -3.9

- 1,250.637 - 1,292.830 -3.3

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

〃 （ 〃8.21KW＜ ≦11.19KW)

〃 （定置回転式≦11.19KW)

〃 （〃＞74.6KW)

〃 （〃186.5KW＜ ≦746KW)

〃 （携帯式＜0.57m3/min.)

機械類合計

〃 （携帯式その他）

〃 （ 〃19.4KW＜ ≦74.6KW)

総合計

〃 （その他）

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

〃 （〃22.38KW≦ ≦74.6KW)

〃 （遠心式及び軸流式）

〃 （〃＞746KW)

部品合計

〃 （ 〃＞74.6KW)

〃 （その他圧縮機≦186.5KW)

〃 （油井用往復容積式）

〃 （ダイアフラム式）

〃 （定置式その他）

〃 （その他回転容積式）

〃 （紙パ用等遠心式）

ポンプ（その他計器付設型）

液体エレベータ

〃 （タービンポンプその他）

〃 （ 〃4.48KW＜ ≦8.21KW)

HS コード

〃 （ピストンエンジン用）

品    名

圧縮機（定置往復式≦746W）

〃 （ 〃746Ｗ＜ ≦4.48KW)

〃 （油井用回転容積式）

〃 （その他往復容積式）

〃 （ローラポンプ）

〃 （〃11.19KW＜ <22.38KW)

〃 （ 〃11.19KW＜ ≦19.4KW)

Ch.(%)

2026年01月 2025年01月
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(6) 運搬機械 （輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

Ch.(%)

数 量 金 額 数 量 金 額

8426 - 11

246 18.722 68 1.584 1081.8

12 890 10.235 1,278 14.357 -28.7

19 8,279 41.261 6,329 16.463 150.6

20 180 3.553 245 4.897 -27.5

30 1,782 34.379 92 0.604 5594.0

91 225 12.301 336 16.011 -23.2

99 1,551 1.882 641 5.290 -64.4

8425 - 39

1,135,595 17.285 927,963 16.363 5.6

11 14,430 10.563 37,529 14.677 -28.0

19 3,436,724 12.739 3,688,193 14.215 -10.4

31 71,466 12.400 94,030 13.333 -7.0

8428 - 60 824 3.136 3,500 14.467 -78.3

70 9,642 62.154 2,136 65.021 -4.4

90 - 0310 2,047 5.545 359 9.671 -42.7

0390 945,228 268.538 915,453 345.254 -22.2

8425 - 41

13,669 3.723 32,634 2.035 83.0

42 　〃 （液圧式その他） 1,041,268 35.470 646,105 37.123 -4.5

49 　〃 （その他のもの） 1,149,102 19.831 1,462,765 23.999 -17.4

8428 - 20 - 0010

1,102 9.750 1,559 15.910 -38.7

0050 486 3.759 251 2.327 61.5

10 〃（非連続エレ・スキップホイス） 20,443 27.712 36,746 27.873 -0.6

40 〃（エスカレータ・移動歩道） 98 3.316 253 4.977 -33.4

31 その他連続式エレベータ・コンベヤ

  （地下使用形） 4 0.090 21 0.883 -89.8

32 〃（その他バケット型） 452 1.257 728 2.766 -54.5

33 〃（その他ベルト型） 16,792 35.637 6,125 70.826 -49.7

39 〃（その他のもの） 406,775 98.435 97,029 139.901 -29.6

8,279,300 753.673 7,962,368 880.827 -14.4

8431 - 10 - 0010 部品

X 8.168 X 7.197 13.5

0090 X 15.636 X 16.356 -4.4

31 - 0020 〃（スキップホイスﾄ用） X 0.666 X 0.730 -8.7

0040 X 2.466 X 1.446 70.5

0060 X 26.109 X 32.978 -20.8

39 - 0010 X 116.400 X 89.022 30.8

0050 X 4.191 X 7.818 -46.4

0070 X 0.652 X 3.651 -82.1

0080 X 77.946 X 95.956 -18.8

49 - 1010 X 7.127 X 13.719 -48.0

1060 X 1.929 X 5.047 -61.8

1090 X 13.067 X 13.008 0.5

- 274.359 - 286.927 -4.4

- 1,028.031 - 1,167.754 -12.0

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

〃（非連続作動エレベータ用）

〃（移動リ・ストラドル等用）

〃（天井・ガント・門形等用）

〃（その他クレーン用）

クレーン

巻上機

ジャッキ・ホイスト

　〃 （道路走行車両装備用）

　〃 （プーリタ・ホイス：電動）

　〃 （ウィンチ・キャプ：電動)

　〃 （移動リフト・ストラドル）

　〃 （〃：その他）

　〃 （その他のもの）

　〃 （タワークレーン）

　〃 （森林での丸太取扱装置)

品    名

　〃 （門形ジブクレーン）

2026年01月 2025年01月

   （ウィン・キャップ：その他）

　〃 （非固定天井・ガントリ等）

   　（据付け式）

エスカレータ・エレベータ

　（空圧式コンベヤ）

　〃 （その他の機械装置)

　〃 （ケーブルカー等けん引装置)

　〃 （産業用ロボット)

〃（その他巻上機等用）

部品合計

機械類合計

〃（石油・ガス田機械装置用）

〃（森林での丸太取扱装置用）

   （固定支持式天井クレーン）

総合計

HS　コード

〃（その他巻上機用）

〃（空圧式エレベータ・コンベヤ用）

〃（空圧式エレベータ）

  （プーリタタック・ホイス用）

〃（エスカレータ用）

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計
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(7) 金属加工機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8455 - 10 圧延機（管圧延機） 50 1.967 304 15.650 -87.4

21 〃（熱間及び熱・冷組合せ） 313 3.101 768 17.515 -82.3

22 〃（冷間圧延用） 219 2.669 972 19.289 -86.2

8462 - 11 注1 熱間鍛造機（密閉型） 1,101 4.322 306 5.652 -23.5

19 注1 〃（その他） 351 2.120 86 3.195 -33.6

22 注1 〃（形状成型機） 93 4.760 154 7.953 -40.1

23 注1 〃（数値制御式プレスブレーキ） 90 10.290 127 12.741 -19.2

24 注1 〃（数値制御式パネルベンダー） 32 6.277 14 1.762 256.2

25 注1 〃（数値制御式ロール成形機） 14 1.316 14 1.040 26.6

26 注1 〃（その他の数値制御式） 135 8.439 73 11.920 -29.2

29 〃（その他） 13,557 26.441 9,547 14.828 78.3

32 注1 スリッター機等（スリッター機・切断機） 257 14.982 34 6.910 116.8

33 注1 〃（数値制御式剪断機） 33 2.487 9 0.442 463.0

39 〃（その他） 761 5.165 846 5.694 -9.3

42 注1 〃（数値制御式） 42 15.261 47 9.829 55.3

49 〃（その他） 442 5.480 225 1.609 240.5

51 注1 炉心管（数値制御式） 31 4.770 30 5.765 -17.3

59 注1 〃（その他） 1,214 1.412 146 1.421 -0.6

61 注1 冷間金属加工（液圧プレス） 258 11.066 411 13.722 -19.4

62 注1 〃（機械プレス） 202 15.692 107 7.699 103.8

63 注1 〃（サーボプレス） 4 3.962 17 6.853 -42.2

69 注1 〃（その他） 99 0.265 106 1.141 -76.8

90 注1 その他 678 14.729 1,850 13.760 7.0

19,976 166.973 16,193 186.391 -10.4

8455 - 90 部品（圧延機用） * X 17.015 X 65.302 -73.9

- 17.015 - 65.302 -73.9

- 183.988 - 251.692 -26.9
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

・「*」の数量単位は「kg」である。

(8) 業務用洗濯機　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8450 - 12 洗濯機（10kg以下遠心脱水） 7,920 0.187 8,227 0.964 -80.6

19 〃（〃・その他） 47,584 0.714 45,380 1.914 -62.7

20 〃（10kg超） 247,691 85.490 293,809 119.667 -28.6

8451 - 10 ドライクリーニング機 33 1.070 11 0.420 154.9

29 - 0010 乾燥機（10kg超・品物用） 152,569 33.080 130,546 50.784 -34.9

455,797 120.542 477,973 173.749 -30.6

8450 - 90 部品（洗濯機用） X 22.431 X 29.185 -23.1

- 22.431 - 29.185 -23.1

- 142.973 - 202.934 -29.5

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

Ch.(%)

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

2026年01月 2025年01月

品    名

総合計

部品合計

機械類合計

HS コード

機械類合計

HS コード 品    名

総合計

部品合計
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(9) 動力伝導装置　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8483 - 40 - 1000 トルクコンバータ 237,137 9.380 408,078 9.488 -1.1

3040 ギヤボックス等変速機（固定比・紙パ機械用） 6,532 1.053 1,987 0.533 97.7

3080 〃（手動可変式・紙パ機械用） 55,354 2.242 22,774 3.312 -32.3

5010 〃（固定比・その他） 669,864 120.308 679,517 121.837 -1.3

5050 〃（手動可変式・その他） 235,022 75.466 240,234 25.655 194.2

7000 〃（その他） 365,394 32.456 571,620 25.313 28.2

9000 歯車及び歯車伝導機 6,909,884 43.420 7,696,919 58.507 -25.8

- 284.325 - 244.645 16.2

8483 - 90 - 5000 部品（ギヤボックス等変速機用） X 106.984 X 134.888 -20.7

- 106.984 - 134.888 -20.7

- 391.309 - 379.533 3.1

(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

(10) 積層造形用機械　（輸入）

（単位：百万ドル・億円：$1=100円）

数 量 金 額 数 量 金 額

8485 - 10 注1 積層造形用機械（メタル） 92 26.059 114 9.410 176.9

20 注1 〃（プラスチック） 64,178 19.964 73,564 18.778 6.3

30 注1 〃（プラスター） 6 0.219 14 0.648 -66.1

80 注1 〃（その他） 976 3.518 832 2.823 24.6

- 49.761 - 31.659 57.2

8485 - 90 注1 部品（積層造形用機械） X 14.438 X 16.413 -12.0

- 14.438 - 16.413 -12.0

- 64.199 - 48.072 33.5
注1：HS2022改正に伴う新規品目
(注） ・「Ch.」は、金額対前年比伸び率（%） ・「X｣は、数量不明である。

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

総合計

部品合計

機械類合計

HS コード Ch.(%)

2026年01月

品    名

2025年01月

HS コード 品    名

2026年01月 2025年01月

Ch.(%)

機械類合計

部品合計

総合計

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計
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●米国プラスチック機械の輸出入統計（2026年１月） 

 

米国商務省センサス局の輸出入統計に基づく、2026年１月の米国におけるプラスチック機械
の輸出入の概要は、次のとおりである。 

 

(1) プラスチック機械の輸出は、全体で 9,996万ドル（対前年同月比 2.5%減）となった。輸出
先は、メキシコが 3,586万ドル（同 27.3%増）で最も大きく、次いでカナダが 2,095万ドル
（同 28.2%減）、インドが 468万ドル（同 20.9%減）、ドイツが 348万ドル（同 11.4%減）と
続く。機種別の輸出金額は、射出成形機は 1,324万ドル（同 3.4%増）、押出成形機は 917万
ドル（同 22.0%増）、射出成形機は 793万ドル（同 35.4%減）、押出成形機は 619万ドル（同
13.0%減）、吹込み成形機は 294万ドル（同 38.1%減）、真空成形機及びその他の熱成形機（以
下「真空成形機等」という。）は 112万ドル（同 44.4%減）となり、部分品は 4,616万ドル（同
14.1%減）となった。 

(2) プラスチック機械の輸入は、全体で３億 5,772万ドル（同 16.6%増）となった。輸入元は、
ドイツが１億 3,476万ドル（同 51.3%増）で最も大きく、次いでイタリアが 4,039万ドル（同
137.2%増）、カナダが 3,237 万ドル（同 27.0%減）、韓国が 3,078 万ドル（同 195.4%増）と
続く。機種別の輸入金額は、射出成形機は 7,421万ドル（同 35.8%増）、押出成形機は 2,052
万ドル（同 18.0%増）、吹込み成形機は 2,463万ドル（同 14.8%減）、真空成形機等は 740万
ドル（同 7.0%減）となり、部分品は１億 4,956万ドル（同 42.2%増）となった。 

(3) プラスチック機械の対日輸出は、全体で 242 万ドル（同 11.8%増）となり、全輸出金額に
占める割合は 2.4%となった。 

(4) プラスチック機械の対日輸入は、全体で 2,898 万ドル（同 15.7%減）となり、全輸入金額
に占める割合は 8.1%となった。主要機種のうち、射出成形機の対日輸入金額が最も大きく、
1,193万ドル（同 6.2%減）となった。 

(5) プラスチック機械輸出の単純平均単価は、射出成形機が 115.0 千ドル、押出成形機が 98.3
千ドル、吹込み成形機が 21.0 千ドル、真空成形機等が 11.4 千ドルとなった。また、全機種
の単純平均単価は、19.9千ドルとなった。 

(6) プラスチック機械輸入の単純平均単価は、射出成形機が 88.0 千ドル、押出成形機が 244.3
千ドル、吹込み成形機が 185.2千ドル、真空成形機等が 40.9千ドルとなった。また、全機種
の単純平均単価は、21.2千ドルとなった。なお、対日輸入の射出成形機の単純平均単価は 96.2
千ドルとなった。 
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●米国プラスチック機械の輸出入統計（2026年１月） 

 

米国商務省センサス局の輸出入統計に基づく、2026年１月の米国におけるプラスチック機械
の輸出入の概要は、次のとおりである。 

 

(1) プラスチック機械の輸出は、全体で 9,996万ドル（対前年同月比 2.5%減）となった。輸出
先は、メキシコが 3,586万ドル（同 27.3%増）で最も大きく、次いでカナダが 2,095万ドル
（同 28.2%減）、インドが 468万ドル（同 20.9%減）、ドイツが 348万ドル（同 11.4%減）と
続く。機種別の輸出金額は、射出成形機は 1,324万ドル（同 3.4%増）、押出成形機は 917万
ドル（同 22.0%増）、射出成形機は 793万ドル（同 35.4%減）、押出成形機は 619万ドル（同
13.0%減）、吹込み成形機は 294万ドル（同 38.1%減）、真空成形機及びその他の熱成形機（以
下「真空成形機等」という。）は 112万ドル（同 44.4%減）となり、部分品は 4,616万ドル（同
14.1%減）となった。 

(2) プラスチック機械の輸入は、全体で３億 5,772万ドル（同 16.6%増）となった。輸入元は、
ドイツが１億 3,476万ドル（同 51.3%増）で最も大きく、次いでイタリアが 4,039万ドル（同
137.2%増）、カナダが 3,237 万ドル（同 27.0%減）、韓国が 3,078 万ドル（同 195.4%増）と
続く。機種別の輸入金額は、射出成形機は 7,421万ドル（同 35.8%増）、押出成形機は 2,052
万ドル（同 18.0%増）、吹込み成形機は 2,463万ドル（同 14.8%減）、真空成形機等は 740万
ドル（同 7.0%減）となり、部分品は１億 4,956万ドル（同 42.2%増）となった。 

(3) プラスチック機械の対日輸出は、全体で 242 万ドル（同 11.8%増）となり、全輸出金額に
占める割合は 2.4%となった。 

(4) プラスチック機械の対日輸入は、全体で 2,898 万ドル（同 15.7%減）となり、全輸入金額
に占める割合は 8.1%となった。主要機種のうち、射出成形機の対日輸入金額が最も大きく、
1,193万ドル（同 6.2%減）となった。 

(5) プラスチック機械輸出の単純平均単価は、射出成形機が 115.0 千ドル、押出成形機が 98.3
千ドル、吹込み成形機が 21.0 千ドル、真空成形機等が 11.4 千ドルとなった。また、全機種
の単純平均単価は、19.9千ドルとなった。 

(6) プラスチック機械輸入の単純平均単価は、射出成形機が 88.0 千ドル、押出成形機が 244.3
千ドル、吹込み成形機が 185.2千ドル、真空成形機等が 40.9千ドルとなった。また、全機種
の単純平均単価は、21.2千ドルとなった。なお、対日輸入の射出成形機の単純平均単価は 96.2
千ドルとなった。 

 

 

 

 

 
出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図１ 米国におけるプラスチック機械の輸出金額の推移 

 
出典：米国商務省センサス局の輸出入統計より作成 

図２ 米国におけるプラスチック機械の輸入金額の推移 
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(単位:台、ドル・百円:$1=100円)

輸出先 輸出金額 輸出金額 輸出金額

国名 数量 金額 数量 金額 増減 伸び率(%) 数量 金額 数量 金額 伸び率(%)

アイルランド 73 2,991,162 6 799,802 2,191,360 274.0 0 0 0 0 -

イギリス 30 1,116,254 15 1,196,386 -80,132 -6.7 0 0 0 0 -

フランス 7 1,116,915 133 3,407,191 -2,290,276 -67.2 0 0 0 0 -

ドイツ 50 3,477,841 36 3,927,284 -449,443 -11.4 4 456,000 0 0 -

イタリア 2 1,137,197 5 1,174,981 -37,784 -3.2 0 0 0 0 -

トルコ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

小計 162 9,839,369 195 10,505,644 -666,275 -6.3 4 456,000 0 0 -

カナダ 155 20,952,538 124 29,194,501 -8,241,963 -28.2 10 1,128,745 38 5,244,846 -78.5

メキシコ 1,696 35,860,791 628 28,173,670 7,687,121 27.3 41 4,644,747 62 6,894,007 -32.6

コスタリカ 36 1,638,983 26 1,548,816 90,167 5.8 1 141,000 0 0 -

コロンビア 4 753,162 9 515,524 237,638 46.1 0 0 0 0 -

ベネズエラ 0 95,201 2 51,405 43,796 85.2 0 0 0 0 -

ブラジル 12 800,961 3 1,194,102 -393,141 -32.9 2 120,000 0 0 -

チリ 3 456,750 7 2,635,167 -2,178,417 -82.7 0 0 0 0 -

小計 1,903 60,101,636 792 60,678,018 -576,382 -0.9 54 6,034,492 100 12,138,853 -50.3

日本 130 2,415,885 37 2,161,124 254,761 11.8 1 260,758 0 0 -

韓国 13 359,064 18 1,474,282 -1,115,218 -75.6 0 0 0 0 -

中国 98 3,386,426 48 3,764,440 -378,014 -10.0 0 0 0 0 -

台湾 4 660,743 2 787,296 -126,553 -16.1 0 0 0 0 -

シンガポール 62 1,653,718 3 777,277 876,441 112.8 0 0 1 150,000 -100.0

タイ 1 240,354 1 484,502 -244,148 -50.4 0 0 0 0 -

インド 41 4,682,578 377 5,923,281 -1,240,703 -20.9 6 662,910 0 0 -

小計 349 13,398,768 486 15,372,202 -1,973,434 -12.8 7 923,668 1 150,000 515.8

その他 294 16,616,531 211 15,942,437 674,094 4.2 4 519,824 0 0 -

合計 2,708 99,956,304 1,684 102,498,301 -2,541,997 -2.5 69 7,933,984 101 12,288,853 -35.4

輸出先 輸出金額 輸出金額 輸出金額 26年01月 輸出金額

国名 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 金額 伸び率(%)

アイルランド 4 354,338 - 0 0 -100.0 0 0 - 1,735,159 175.3

イギリス 0 0 -100.0 0 0 - 0 0 - 729,729 1.2

フランス 1 80,176 - 0 0 - 6 38,490 - 998,249 -38.8

ドイツ 0 0 - 1 54,870 - 5 51,795 440.8 1,900,097 -29.9

イタリア 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1,129,197 87.5

トルコ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 -

小計 5 434,514 123.7 1 54,870 84.0 11 90,285 842.6 6,492,431 3.1

カナダ 0 0 -100.0 33 687,330 77.4 3 46,287 83.8 16,973,223 -14.2

メキシコ 5 308,356 -90.1 74 1,606,000 2,973.2 28 319,865 27.3 8,105,644 -5.7

コスタリカ 0 0 -100.0 20 216,095 -21.6 0 0 - 876,914 27.5

コロンビア 0 0 - 0 0 - 0 0 -100.0 709,992 54.4

ベネズエラ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 95,201 -

ブラジル 0 0 - 0 0 - 0 0 - 585,747 -48.0

チリ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 416,642 -83.9

小計 5 308,356 -94.9 127 2,509,425 250.8 31 366,152 26.4 27,346,721 -10.8

日本 0 0 - 0 0 -100.0 0 0 -100.0 516,106 40.2

韓国 0 0 - 0 0 - 0 0 - 170,594 -76.9

中国 0 0 -100.0 0 0 -100.0 5 46,970 166.4 1,590,896 -19.4

台湾 1 128,837 -38.6 0 0 -100.0 1 12,148 - 106,516 -79.1

シンガポール 4 257,681 - 0 0 - 0 0 -100.0 1,081,279 111.0

タイ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 235,354 -51.1

インド 20 2,925,036 - 2 173,029 -82.2 0 0 -100.0 593,570 -1.9

小計 25 3,311,554 303.3 2 173,029 -93.8 6 59,118 -52.3 4,294,315 -17.2

その他 28 2,139,783 2,584.7 10 206,857 -83.1 50 602,412 -62.1 8,023,148 -30.7

合計 63 6,194,207 -13.0 140 2,944,181 -38.1 98 1,117,967 -44.4 46,156,615 -14.1

（注）プラスチック機械合計（HSコード8477）は、上記の各成形機に分類されないその他の機械を含む。

　　　また、プラスチック機械合計の金額に部分品（HSコード8477-90）を含み、数量には含まない。

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

真空成形機等 部分品

2026年01月 2026年01月 2026年01月

表1　米国プラスチック機械の国別輸出統計 (2026年01月)

プラスチック機械合計 射出成形機

2026年01月 2025年01月2026年01月 2025年01月

押出成形機 吹込み成形機

― 102 ―

情報報告　シカゴ



(単位:台、ドル・百円:$1=100円)

輸入元 輸入金額 輸入金額 輸入金額

国名 数量 金額 数量 金額 増減 伸び率(%) 数量 金額 数量 金額 伸び率(%)

イギリス 734 2,382,348 20 3,210,862 -828,514 -25.8 0 0 1 2,816 -100.0

スペイン 12 459,143 10 345,049 114,094 33.1 0 0 0 0 -

フランス 47 8,395,386 16 8,447,620 -52,234 -0.6 0 0 9 430,685 -100.0

オランダ 200 9,646,192 81 15,743,667 -6,097,475 -38.7 0 0 0 0 -

ドイツ 671 134,757,635 626 89,090,836 45,666,799 51.3 142 13,623,633 33 5,575,374 144.4

スイス 9 3,065,276 30 6,408,114 -3,342,838 -52.2 0 0 2 386,883 -100.0

オーストリア 114 27,867,670 186 31,794,266 -3,926,596 -12.4 83 15,235,563 54 13,671,460 11.4

ハンガリー 0 22,012 21 54,186 -32,174 -59.4 0 0 0 0 -

イタリア 685 40,393,448 278 17,026,450 23,366,998 137.2 0 0 5 135,265 -100.0

ルーマニア 0 6,085 0 29,285 -23,200 -79.2 0 0 0 0 -

チェコ 31 6,085 107 29,285 -23,200 -79.2 0 0 0 0 -

ポーランド 2 747,829 1 215,535 532,294 247.0 0 0 0 0 -

小計 2,505 227,749,109 1,376 172,395,155 55,353,954 32.1 225 28,859,196 104 20,202,483 42.8

カナダ 861 32,373,679 717 44,338,781 -11,965,102 -27.0 55 9,623,321 23 9,320,067 3.3

ブラジル 6 1,714,414 2 1,361,885 352,529 25.9 0 0 0 0 -

小計 867 34,088,093 719 45,700,666 -11,612,573 -25.4 55 9,623,321 23 9,320,067 3.3

日本 141 28,980,083 101 25,044,508 3,935,575 15.7 124 11,931,709 60 12,726,735 -6.2

韓国 389 30,775,058 66 10,419,855 20,355,203 195.4 247 18,832,513 26 4,051,482 364.8

中国 2,753 14,354,816 4,520 23,342,688 -8,987,872 -38.5 105 3,003,855 160 4,708,173 -36.2

台湾 1,430 3,475,422 396 5,668,231 -2,192,809 -38.7 8 197,706 27 396,942 -50.2

タイ 48 1,758,801 30 3,601,731 -1,842,930 -51.2 47 1,264,814 28 2,616,143 -51.7

インド 22 2,338,292 15 2,466,088 -127,796 -5.2 3 123,282 8 553,382 -77.7

小計 4,783 81,682,472 5,128 70,543,101 11,139,371 15.8 534 35,353,879 309 25,052,857 41.1

その他 1,646 14,199,055 156 18,208,037 -4,008,982 -22.0 29 374,339 9 79,282 372.2

合計 9,801 357,718,729 7,379 306,846,959 50,871,770 16.6 843 74,210,735 445 54,654,689 35.8

輸入元 輸入金額 輸入金額 輸入金額 26年01月 輸入金額

国名 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 数量 金額 伸び率(%) 金額 伸び率(%)

イギリス 1 106,500 -35.3 0 0 - 10 521,177 558.1 1,329,307 -48.9

スペイン 0 0 - 0 0 - 0 0 - 311,061 52.5

フランス 0 0 - 1 1,070,024 -54.3 0 0 - 4,167,045 -26.1

オランダ 1 70,000 -17.0 1 190,399 - 5 245,299 581.4 1,171,974 -83.6

ドイツ 50 15,851,013 411.9 57 14,309,604 -33.4 71 2,224,163 -34.1 64,446,229 180.2

スイス 0 0 - 0 0 - 0 0 -100.0 1,768,702 -3.8

オーストリア 6 583,183 -87.9 2 1,995,167 - 1 3,990 -97.6 3,824,270 -1.6

ハンガリー 0 0 - 0 0 -100.0 0 0 - 22,012 54.1

イタリア 6 1,169,803 -49.3 9 2,782,307 77.4 0 0 - 21,186,001 282.9

ルーマニア 0 0 - 0 0 - 0 0 - 6,085 -79.2

チェコ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 6,085 -79.2

ポーランド 0 0 - 0 0 - 0 0 - 663,794 219.7

小計 64 17,780,499 60.7 70 20,347,501 -19.9 87 2,994,629 -33.4 98,902,565 95.5

カナダ 4 184,658 33.0 0 0 -100.0 0 0 -100.0 16,930,244 -34.4

ブラジル 0 0 - 0 0 - 0 0 - 725,233 78.7

小計 4 184,658 33.0 0 0 -100.0 0 0 -100.0 17,655,477 -32.7

日本 2 1,494,752 -58.7 2 1,476,550 288.2 0 0 - 11,227,442 156.2

韓国 0 0 -100.0 52 1,732,300 - 64 3,516,779 24.4 2,996,657 10.8

中国 1 2,250 -99.8 5 302,696 -39.0 20 265,475 -45.3 8,714,192 -25.4

台湾 6 421,600 - 2 756,500 -66.0 0 0 -100.0 1,802,844 -30.8

タイ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 418,057 -48.1

インド 2 403,359 - 0 0 - 0 0 - 1,769,924 -4.1

小計 11 2,321,961 -55.0 61 4,268,046 37.7 84 3,782,254 11.9 26,929,116 12.1

その他 5 236,447 -77.1 2 15,480 -87.1 10 620,907 1,041.1 6,076,667 40.1

合計 84 20,523,565 18.0 133 24,631,027 -14.8 181 7,397,790 -7.0 149,563,825 42.2

（注）プラスチック機械合計（HSコード8477）は、上記の各成形機に分類されないその他の機械を含む。

　　　また、プラスチック機械合計の金額に部分品（HSコード8477-90）を含み、数量には含まない。

2025年01月2026年01月

押出成形機 吹込み成形機

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

真空成形機等

表2　米国プラスチック機械の国別輸入統計 (2026年01月)

2026年01月 2026年01月 2026年01月
部分品

プラスチック機械合計 射出成形機
2026年01月 2025年01月
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項目 2026年01月 2025年01月 伸び率（％） 2026年01月 2025年01月 伸び率（％） 2026年01月 2025年01月

8477-10 射出成形機 7,933,984 12,288,853 -35.4 260,758 0 - 3.3 0.0

8477-20 押出成形機 6,194,207 7,119,397 -13.0 0 0 - 0.0 0.0

8477-30 吹込み成形機 2,944,181 4,755,936 -38.1 0 1,579,346 -100.0 0.0 33.2

8477-40 真空成形機等 1,117,967 2,011,890 -44.4 0 49,048 -100.0 0.0 2.4

8477-51 その他の機械 （成形用） 552,273 105,474 423.6 3,660 0 - 0.7 0.0

8477-59 その他のもの （成形用） 4,981,091 5,604,551 -11.1 6,500 0 - 0.1 0.0

8477-80 その他の機械 30,075,986 16,892,612 78.0 1,628,861 164,658 889.2 5.4 1.0

53,799,689 48,778,713 10.3 1,899,779 1,793,052 6.0 3.5 3.7

8477-90 部分品 46,156,615 53,719,588 -14.1 516,106 368,072 40.2 1.1 0.7

99,956,304 102,498,301 -2.5 2,415,885 2,161,124 11.8 2.4 2.1

項目 2026年01月 2025年01月 伸び率（％） 2026年01月 2025年01月 伸び率（％） 2026年01月 2025年01月

8477-10 射出成形機 74,210,735 54,654,689 35.8 11,931,709 12,726,735 -6.2 16.1 23.3

8477-20 押出成形機 20,523,565 17,399,834 18.0 1,494,752 3,623,580 -58.7 7.3 20.8

8477-30 吹込み成形機 24,631,027 28,900,649 -14.8 1,476,550 380,400 288.2 6.0 1.3

8477-40 真空成形機等 7,397,790 7,952,458 -7.0 0 0 - 0.0 0.0

8477-51 その他の機械 （成形用） 10,115,413 327,020 2,993.2 0 0 - 0.0 0.0

8477-59 その他のもの （成形用） 10,397,654 13,718,320 -24.2 759,581 3,165 23,899.4 7.3 0.0

8477-80 その他の機械 60,878,720 78,714,788 -22.7 2,090,049 3,927,574 -46.8 3.4 5.0

208,154,904 201,667,758 3.2 17,752,641 20,661,454 -14.1 8.5 10.2

8477-90 部分品 149,563,825 105,179,201 42.2 11,227,442 4,383,054 156.2 7.5 4.2

357,718,729 306,846,959 16.6 28,980,083 25,044,508 15.7 8.1 8.2

項目 輸出数量 対日輸出数量 輸入数量 対日輸入数量

8477-10 射出成形機 69 115.0 1 260.8 843 88.0 124 96.2

8477-20 押出成形機 63 98.3 0 - 84 244.3 2 747.4

8477-30 吹込み成形機 140 21.0 0 - 133 185.2 2 738.3

8477-40 真空成形機等 98 11.4 0 - 181 40.9 0 -

8477-51 その他の機械 （成形用） 33 16.7 1 3.7 205 49.3 0 -

8477-59 その他のもの （成形用） 138 36.1 1 6.5 94 110.6 1 759.6

8477-80 その他の機械 2,167 13.9 127 12.8 8,261 7.4 12 174.2

2,708 19.9 130 14.6 9,801 21.2 141 125.9

8477-90 部分品 X - X - X - X -

- - - - - - - -

出典：米国商務省センサス局の輸出入統計

対日輸入単純平均単価

対日輸出割合（％）

対日輸入割合（％）対日輸入金額

機械類小計

合計

輸出金額 対日輸出金額

表3　米国プラスチック機械の機種別輸出入統計（2026年01月）

（単位：台、ドル・百円；単価は千ドル・10万円；$1=100円）

機械類小計

合計

輸入金額

機械類小計

合計

輸出単純平均単価 対日輸出単純平均単価 輸入単純平均単価
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 皆さん、こんにちは。ジェトロ・ウィーン事務所の徳島です。 
 
 日本では、地域によっては連日 20℃を超える初夏のような日が続いていると報じられています
が、ウィーンも４月に入り気温が上がり、最高気温 20～25℃の過ごしやすい日が続いています。
３月 29 日にサマータイムへ移行したことで日照時間もすっかり長くなり、20 時頃まで明るいせ
いか、まだどこか体内時計に時間のズレを感じています。 
 
 ウィーンの４月最大のイベントといえば復活祭（イースター）で、今年は４月５日でした。オ

ーストリアでは翌日６日が復活祭月曜日（Ostermontag）として祝日になります。今年はウクラ
イナ人の友人に自宅へ招いていただき、手作りのピサンキ（蝋けつ染めの装飾卵）やウクライナ

料理をご馳走になりました。ウクライナでも他の欧米諸国と同様に、イースターは最も重要な祝

日の一つであり、前日の深夜に教会へ行き、復活祭のミサに参加するのが伝統的な習慣だそうで

す。その際に祝福の対象となるイースターバスケット用の食べ物は数が多く準備が大変とのこと

ですが、家族全員で集まって祝う大切な行事として根付いているようです。 
 
 ３月末から４月初旬にかけては、市内の数か所でイースターマーケットが開催されました。エ

ッグペイント体験や音楽ライブ、屋台での郷土料理を楽しむことができる内容となっており、中

でもフライウング広場（Freyung）のイースターマーケットは、ヨーロッパ最大級のイースター
エッグ展示として知られ、約４万個の卵が山のように積み上げられた光景で有名とのことです。

今年はシェーンブルン宮殿（Schönbrunn）のイースターマーケットに足を運んでみましたが、う
さぎやヒヨコなど春らしいハンドメイド雑貨が多く並び、訪れた人はワインやフランクフルトな

どを片手にマーケットを散策していました。 
 
 ４月初旬には、エジプト（カイロ）とモロッコ（マラケシュ）へ立て続けに出張しました。私

にとってはアフリカ初上陸となりましたが、日本やヨーロッパとは全く異なる文化や価値観に触

れ、とても印象深い経験となりました。カイロはアフリカ有数の大都市であることは言うまでも

ありませんが、都市環境という面ではかなり混沌としており、交通マナーや大気汚染、衛生面な

ど、違いを挙げればキリがなく、当初はかなり面食らってしまいました。一方で、人々はとても

フレンドリーで、古くから育まれてきた豊かな文化があり、気づけばまた訪れたくなる「するめ」

のような魅力を感じる国でした。 
 
 マラケシュはカイロほどの混沌さはなく、むしろ整然としており、赤土の建物やタイル装飾、

旧王朝の宮殿や庭園を初めとするイスラム式の歴史的建築が多く、街の雰囲気はアフリカという

より、ヨーロッパに近い印象を受けました。特に、フランスやスペインとの結びつきが強いこと

もあってか、現地の人々が母国語（アラビア語・ベルベル語）に加え、フランス語・スペイン語・

英語を流暢に操っているのが印象的でした。マラケシュの人々もとてもフレンドリーで、特に日

本人に対してオープンな雰囲気を感じました。どちらも、機会があればまた訪れたい場所です。 
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写真は、マラケシュのクトゥビーヤ・モスクです。 

 
 

ジェトロ・ウィーン事務所 
産業機械部 徳島 康介 
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皆様、こんにちは。ジェトロ・シカゴ事務所の村山です。 
 
４月に入り、暖かい日と寒い日が交互に訪れるようになってきました。雨の日は多いもの

の、雪の気配はすっかり感じなくなりました。さながら三寒四温と言いたいところですが、

体感としては「寒」の割合が多いように思われます。また、朝晩の寒暖差も大きく、外出時

の服装に悩む日々が続いています。一方で、朝から半袖で外に繰り出す人々の姿も珍しくな

く、悩んでいるのは自分だけなのではないかと思うこともあります。 
 
街並みも次第に春の装いをまといつつあります。冬の間は土がむき出しになり物悲しい

雰囲気を漂わせていた花壇には花が植えられ始め、レストランではテラス席が解放され、屋

外で料理や飲み物を楽しむ人々を見かけるようになってきました。当地のレストランでは、

全国的に有名な銘柄に加えて、近隣地域産のクラフトビールなど様々な銘柄のビールがド

リンクメニューに並んでいます。 
 
日本でも最近、クラフトビールに注目が集まってきていますが、アメリカでは 1980～90
年代にかけて各地に小規模な醸造所が誕生し、2000年代以降の IPAブームを契機に爆発的
に拡大したそうです。全米規模の業界団体である Brewers Associationは、「アメリカのク
ラフトブルワーとは、小規模かつ独立した醸造業者である」と定義しており、生産量が少な

く、大手飲料メーカの傘下に入っていない醸造所が造るビールをクラフトビールと位置づ

けています。アメリカでは、バドライトやクアーズ、ミラーといった、比較的薄味で低アル

コール、苦みの少ない銘柄が全国的に流通し、消費量の大半を占めています。それに対して、

クラフトビールでは、こうした特徴とは対照的な個性を前面に出しやすい IPA が好まれて
いる点が面白いところです。 

 
ここシカゴのクラフトビールの歴史は、1988年というクラフトビール黎明期に創業され
た Goose Islandに代表されるように、比較的早い段階から始まりました。19～20世紀初め
にかけてドイツ、チェコ、ポーランドからの移民が移住してきた影響で、もともとはラガー

を中心としたビール文化が形成されていました。そのため、シカゴのクラフトビールは、IPA
を中心として発展した他地域とは異なる特徴を持つとされています（注：IPA（エール）と
ラガーは、使用する酵母や発酵方法が異なります）。実際、香りや苦味が過度に強すぎるこ

とは少なく、「飲みやすい」と感じる銘柄が多いように思われます。また、クラフト醸造所

が提供するビールの種類も IPAに限られず、様々なスタイルを楽しむことができます。 
 
街中のレストランでは、１杯ごとに異なる銘柄を注文し、多彩なビールを気軽に楽しむこ

とができます。ただ、次に訪れた際には、以前どの銘柄を試したのかを忘れてしまい、再び
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上から順番に注文し直してしまうこともしばしばです。その分、毎回新鮮な味わいを楽しめ

ると思えば、得をしているのかもしれません。 
 
厳しい冬が過ぎ、暖かさとともに街自体が徐々に活気づくのを感じています。季節の変化

を楽しみつつ、皆様も健やかにお過ごしください。それではまた。 
 
写真は、多くの人でにぎわう川辺のバーの様子です。 

 
ジェトロ・シカゴ事務所  
産業機械部 村山 裕紀 
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